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＜研究者になるきっかけ＞

安達 松宮孝明先生のオーラルヒストリーのインタビューを始めさせてい
ただきたいと思います。初めに先生が刑法の研究者を目指すようになっ
たきっかけについて，大学時代のエピソードなども交えながら，お話し
いただけるとありがたいです。
松宮 研究者になるきっかけは，まずは大学時代に，京都大学の学生民科
（民科＝民主主義科学者協会法律部会）というサークルに入ったことです。
この経緯は，実は吉村良一先生のオーラルヒストリーに結構詳しく出て
いるんですけれども1)，私が学部の⚒回生で吉村先生が当時大学院の後
期課程の院生のときに，京大の学生民科で「公害差止の法理と救済」に
ついて勉強しようということになった，それがきっかけですね。
｢差止め」と「損害賠償」なので，「不法行為法」及び「物権的請求
権」「人格権」，それから「環境権」というのが当時出てきていましたけ
ど，たとえば当時議論になっていたのは，伊丹の大阪空港訴訟です。夜
⚙時以降の発着差止めという請求。もう一つが尼崎の国道43号線，⚒階
建て道路が当時，建設中でね。これの建設によって騒音被害がひどくな
るというので差止めというか反対運動もあったので，それを現地に調査
に行くといったことをやっていました。そういうことをやるなかで不法
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行為法の要件である「過失」ですね。この「過失」とか，あるいは「差
止請求」「妨害排除請求」――これはどちらかと言うと物権ですけれど
も――といったところが非常に面白い。特に過失の研究をするのは面白
そうだな，と思ったのがきっかけです。
ただ，大学⚒回生までは，研究者ではなく弁護士になろうと思ってい
たので，大学院に進学することはまだ考えていなかったんですけれど，
⚒回生の終わり⚓回生の初めぐらいになって，これも吉村先生から「大
学院に来ませんか？」という誘いを受けたんです。そういうことがあっ
たのと，決定的な動機は，弁護士というのは足で稼ぐ客商売であるとい
うことがわかったことですね。これも吉村先生とよく似ていて，僕は客
商売は向いていないと思っていますので，それだったら研究者のほうが
自分には向いていると考えた結果，大学院を受験しようということに
なったわけです。
ただね，民法でしょ？ ここからが問題で……。

安達 そうですね……（笑）

＜民法か刑法か＞

松宮 ｢え？ 民法で過失を研究するのじゃないの？」と疑問を持たれる
かと思います。それはね，「過失論」についてどちらの議論が深まって
いたかによるんですよね。民法でも非常に議論があったわけですが，
「過失論」というと刑法のほうが議論が進んでいるんじゃないか，とい
うふうに考えたことが一つ。もう一つは中山研一先生に出会ったことで
すね。中山先生は，旧制中学ですが私の高校（滋賀県立虎姫高校）の先輩
で，高校時代に一度講演に来られたことがあってお話を伺っていたの
で，京都大学にそういう先生がおられるということを知っていたんで
す。⚓回生，⚔回生ぐらいですかね。中山先生が「刑法で自主ゼミをや
る」とおっしゃったので，そこに行って刑法の勉強をするようになりま
して。そうなると，「過失論」は刑法でやったほうが面白いだろうとい
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うことと，中山刑法学が面白いという，その両方があったので，まあ民
法ではなくて刑法に行くかというふうに考えた次第です。
安達 刑法のほうが「過失論」が進んでいるというふうに直感されたとい
うか，考えられたのは何かきっかけ，理由はあるんですか？

＜新旧過失論争＞

松宮 これは「新旧過失論争」ですね。新旧過失論争について勉強する
きっかけになったのは，当時京大の⚓回生は前期，春学期に予備ゼミと
いう，正規のゼミではなくて⚑セメスターだけやるゼミがあったんで
す。「刑法に行きたい」とすでに考えていたんですが，刑事法は𠮷𠮷岡一
男先生のゼミだったんですよね。参加者に対して「どんなものでもいい
から，好きなテーマを報告して」というふうに言われたので，じゃあ過
失論で何かということで，当時，学陽書房から藤木英雄編著『過失犯
――新旧過失論争――』（1975年）が出ていまして，藤木先生と大谷實先
生，三井誠先生，板倉宏先生の⚔人で書かれているんですけれども，
じゃあ，これをざっと読んでその内容を報告することになったわけで
す。で，まあやっぱり論争になっているから，余計に面白いわけです。
そういうことで，やはり刑法のほうが面白そうね，というふうに考えた
次第です。
安達 わかりました。それから，京都大学大学院に進学されるわけですけ
れども，大学院時代の研究であるとか，院生としての活動というのはど
んな感じだったんですか。
松宮 まずね，進学が決まるのは⚔回生の後期の入試なんですけれど
……。なんとその時，僕は民法の奥田昌道ゼミに入っていたんです。と
いうのも，まだ迷っていたんですよ。
安達・嘉門 (笑）

松宮 それでもまだ民法かな？と思っていて，奥田先生のゼミに半年だけ
潜らせてもらってね。そこで，物権と債権はどう違うかとかいう議論を

立命館法学 2022 年 5・6 号（405・406号)

838 (3306)



やっていて……。最後の最後まで迷ったんですが，最終的に「やはり刑
法で過失論をやろう」ということに決めまして，中森喜彦先生の下で修
士論文を書くことになるわけです。
でも，その時はね。「過失論をやりたい」と言ったら，中森先生が

「そんな手垢のついたテーマはやめておけ」と言われたんです。それは，
僕の最初の論文集（『刑事過失論の研究』（1989年））のはしがきに書いてい
ますけれど……。
安達 (笑）

松宮 確かにね，当時，日本の刑法で過失の論文ってたくさんあったんで
すよね。藤木英雄先生，西原春夫先生を筆頭にね。これは大変な山です
よ，登るのにね。さらにこれを深めるとか，新しいものを付け加えると
か，そんなことどうしたらできるんだろうと考えたんですが。まあ，し
かし，過失論をやりたいから大学院に来たので，「自分の好きなテーマ
をやります」と言って，結局，過失論をそのままやることにして，修士
論文を書いたんですけれど……。まあ，ただ大変苦労しました。だっ
て，みんな書いているんですから。
安達 そうですね。その頃，先生がおっしゃっている「新旧過失犯論争」
というのも，かなり深まってきている状況でしたからね。
松宮 そうそう，そうそう。
安達 そうした中で，修士論文をある程度オリジナリティのある見解も含
めてまとめるということは大変なことで，やはり苦労されたことと思わ
れますが，どんな感じだったんですか。
松宮 修士論文のテーマは，「過失犯論における『許された危険論』の役
割」なんですけれど。「『許された危険論』とは何だろう」というのがま
あまだよくわからなかったのと，「許されたと言ったって人が死んでも
許されるという話はないだろう」というふうに考えて，かなり厳しいこ
とを言っていました。まあ，旧過失論的な構造で考えていいんじゃない
かと思っていたんですが。しかし，修士論文はあまり成功したとは言え
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なかったですね。
安達 そうですか。
松宮 あれはその後の研究のための，いわばお勉強です。基礎となる情報
をたくさん仕入れたということです。だって当時の，ライヒスゲリヒト
（Reichsgericht）時代の判例集を片っ端から調べて，Fahrlässigkeit（過
失）というキーワードのある判例を全部ピックアップしてコピーして，
ともかく全部読む。ともかく何かないかと片っ端から判例を読んだんで
すね。で，「こんな判例がありますよ」というような論文ですからね。
安達 それだけでも，しかし大変な作業ですよね。
松宮 いやいや，学説に入ったらもっと大変ですから。だけど，それを
やったこともあってですけれど，後に「正犯概念」という観点を強調す
るようになりますが――「拡張的正犯」か「限縮的正犯」か――それの
きっかけになるような判例もその時全部読んでいたんですね。だから，
後で役に立ちました。だけど，論文として⚑本目からうまくいっていた
かというと，そうではないと思います。
安達 なかなか最初から資料を分析して独自の見解まで導き出すのは難し
いところだと思います。ただ，基礎的な作業をきちんと積まれたこと
が，後のご研究に役立っていっているのですね。
松宮 そう，だから「あの判例ってこういう事案ですよね」と言うことが
できるんですよ。
安達 わかりました。それで，博士課程に進まれて，修士論文をベースに
して最初の公表論文をまとめられると思うんですが。
松宮 ええ，その最初の論文が今言ったように修士論文をベースにしてい
ますけれど，なかなか新しい観点を出せない。出せないので，勉強した
ことをまとめるというような内容でしたね。
安達 ｢許された危険論」のテーマですね。
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＜刑法読書会と『犯罪と刑罰』＞

松宮 そうそう，許された危険と過失論との関係ね2)。だからね，ちょっ
とうまくいってきたのは，次の論文ですよね。⚒本目の論文はドクター
⚓年の時にほぼできあがっていて，その後，助手になった時に刑法読書
会の『犯罪と刑罰』という機関誌の第⚑号に掲載していただいた「信頼
の原則」に関するもの3)ですけれど，これはある程度きれいにまとまり
ましたね。
安達 『犯罪と刑罰』の創刊号に載るというのが，拝見していてすごいな
と思いました。
松宮 あれはね，ちょっと裏話をすると，当時，京都大学の「法学論叢」
が財政難に陥っていたんです。学生，教員もそうですけど，会費を払っ
てそれで発行していたわけです。ところが院生がその頃から増えてき
て，みんなそれぞれたくさん書くので，発行費用がずいぶんかかるよう
になっちゃったんです。そうなったものですから，院生の論文がなかな
か載らないし，枚数制限もきつくなって「一人あたり公表論文で40頁」
ですよ。「それを20頁ごとに⚒回連載する」という厳しい条件がつい
ちゃったんです。「よその大学の連中はもっとたくさん書いているじゃ
ないか」「東京大学の『法学協会雑誌』なんかいったい何頁書いている
んだ」と言ったんですが，当時の編集委員長は鈴木茂嗣先生でね。「い
や，これは厳守してもらわないと困る」とおっしゃるんですよ。それで
も「何とか⚑本目は『法学論叢』にみなさん載せましょう」なんです
が，「⚒本目はもう載せられないよ」という話になったんです。でね，
それを中山先生が見ててね。僕と松生光正さん，同期で二人いたんです

2) ｢ドイツにおける過失犯論の変遷と『許された危険論』の役割（一），（二）・完」法学論
叢115巻⚒号（1984年），法学論叢115巻⚓号（1984年）。
3) ｢『信頼の原則』による過失限定の意味：（西）ドイツ判例を素材として」犯罪と刑罰⚑
号（1985年）。
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が，「この連中が⚒本目を書けない」というのでどうしようかというこ
とで，「刑法読書会で雑誌をつくろうか」という話になったんです。
安達 そういう経緯だったんですか。
松宮 だから，なぜ第⚑号かといえば，そうだからなんです。
安達 論文は書けているけれど，載せる媒体がない院生さんたちに載せて
いただこうと。
松宮 もちろん資金はね。刑法読書会が当時，会場に使っていた泉ハウス
の持ち主の泉正夫先生，大阪で医師を開業されていましたけれど，泉先
生が全額出すから，と。『犯罪と刑罰』は，今は読書会の会費でまか
なっていますが，当時は泉先生のお金でしたよ。

＜泉ハウスの思い出＞

安達 そうだったんですか。泉先生と言うと，泉ハウスとか我々の世代は
先輩からよく聞かされるんですが，その泉ハウス，あるいは刑法読書会
での出来事で印象に残っていることはありますか。
松宮 泉ハウスというのは泉正夫先生がね，先生はもともと大阪大学医学
部出身のお医者さんですけれども，法医学などにも関心があったので，
医師免許を取ってからですが，法学部及び大学院に入り直されたんです
ね。それで平場安治先生のもとで勉強されていたんですが，結局，法学
系の研究者にはならずに大阪で医師を開業されたんです。そのときにね，
理系の院生と違って文系の院生には研究室――サロンのような研究室ね
――そういうものがないと。みなさん議論しながらアイデアを出し合う
というような場所がない。だから，そういう場はあったほうがいいだろ
うというわけですね。そこで，京大農学部正門近くにたまたま空いてい
た古い木造二階建てを買い取られたんですよ。当時自分の家はまだ買っ
ておられないんですよ。でも，それを先に買い取られて，平場先生に，
「これを研究会の会場として使ってください」と申し出られたんです。
平場先生は最初，「何を言っているんだこの男は」と思ったらしいです。
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安達 それはびっくりしますね。
松宮 びっくりしますけどね。以来――今はもうなくなっていますが――
1990年に泉先生にお返しするということになって，それ以降，刑法読
書会は主に立命館大学の事務局で会場を確保して開催していますけれど
……。しかも泉ハウスは，京大の大学院生が管理人をする。なので管理
人は下宿代がいらない。水光熱費も泉先生が持つという，とっても恵ま
れた環境に誰が管理人をやるかという問題があったわけです。僕は1981
年から1985年まで⚔年間管理人をやりました。ただし，研究会のお世話
はちゃんとしないといけない。刑法読書会では読書会が終わった後，毎
回その場でビールやつまみを買ってきて必ず飲み会になります。そのま
ま鈴木茂嗣先生が寝てしまうとか，タクシーを呼んで家まで送り届ける
とかね。あと関西労働法研究会かな，片岡曻先生が主宰されていた研究
会に会場を貸し出す。そのときは貸し賃料があるので，必ず請求すると
か。
安達 なるほど，有料だったんですね。
松宮 よその研究会に対しては有料だったんです。刑事法はタダだった。
いやあ，古い建物でしたが，あれはすばらしい場所でしたよ。
安達 我々の世代になると，泉ハウスのことはお話でしか伺うことがない
ので。いろいろお聞きすることはありますけれども，先輩の話か，本の
中の世界なので。
関西の刑法学というのは，比較的インターカレッジと言いますか，他
大学の院生と交流したり，あるいは先生方の話を伺ったりして，我々も
そうですけれど，ざっくばらんな環境の中で他の大学の先生から鍛えら
れてということもよくあったので。そういうところは刑法読書会からス
タートしていると考えてもよろしいでしょうか？
松宮 そうですね。ざっくばらんに他大学の先生方の話を伺い，他大学の
先生方も報告で意見を言う。そういうのは刑法読書会しかなかったと思
います。その延長で，同志社大学でやっている判例研究会もそういう雰
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囲気ですけれどね。発足当初――刑法読書会は1955年から始まって，泉
ハウスは1958年（僕の生まれた年）なんですけれど――読書会はそんなに
頻繁に開かれていなかったようです。刑法学会の関西部会のほうが開催
回数は多かったと聞いています。
安達 ああ，そうなんですね。
松宮 ですけれど，関西部会はやっぱり敷居の高い研究会ですよ。
安達 そうですね。学会に準じるというか。
松宮 ええ，そうそう，学会ですよね。だから，そんなざっくばらんな議
論はできないから。そうはいっても，刑法読書会も緊張関係，院生とし
てあるいは若手として報告する時にみっともない報告はできないぞとい
うのはありましたね。だって，自分の指導教授以外の先生が聞いている
んですからね。
安達 そうですよね。

＜刑法読書会での報告＞

嘉門 先生が最初に刑法読書会で報告された時の思い出にはどういうもの
がありますか？
松宮 えっとね，これ，記録は全部とってあるんですけれど，『梁山泊の
ひとびと』4)というのがあるでしょ。その『梁山泊のひとびと』の中に
可能な限りで，それまでの各研究会での報告とテーマが全部書いてあり
ます。その後は読書会の雑誌『犯罪と刑罰』に毎年書いてあるんですけ
れど……何を報告したか忘れてしまっています（笑）。が，やったのは
マスター⚑年の夏合宿。その当時は京大の院生は刑法読書会にはマス
ターから入ることになっていて，夏は合宿研究会，今もコロナ禍がなけ
ればそうですが，冬は年末集中研究会。その夏の合宿研究会で，「デ
ビューしろ」というふうに渡辺修という先輩から言われて，報告したこ

4) 泉ハウス・刑法読書会20周年記念文集『梁山泊のひとびと』（1978年），泉ハウス・刑法
読書会30周年記念文集『続・梁山泊のひとびと』（1989年）。
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とまでは覚えているのですが。何を報告したか覚えてないですね。
嘉門 先生にコメントくださった先生とかは覚えておられますか？
松宮 それも覚えてないなぁ。うっすら覚えているのはね，記憶違いかも
しれませんが，当時，新潟大学におられた藤尾彰先生が何かコメントを
してくださったと，ぼんやり覚えていますけどね。う～ん，⚑回目はそ
れなりに無難にやったような気がする。でね，⚒回目だったかな，
ちょっと⚒回ほど失敗したことがあって……。
嘉門 先生が失敗っていうのが，あまりイメージがわかないんですけれど。
松宮 いやいや，それはね，「過失」というテーマだったから選んだんで
すけれど，ドイツにシェーネボルン（Christian Schöneborn）という学者
がいて，この人のドイツ語が何言っているのかよくわからない。ところ
がそれで報告すると言っちゃってて……。しかもいつも泥縄式なので前
日ぐらいにようやく読み終えて，それでレジュメを書くという。ところ
が読み終えて……って，何を言っているのかさっぱりわからない。さっ
ぱりわからなくてまとまりがつかないまま報告するもんだから，まとま
りがつかないわけですよ。支離滅裂になってね。それは，⚑回目も「し
まった！」と思ったんだけれど，⚒回目も同じシェーネボルンの別の論
文を報告してやっぱりうまくいかない。何言ってんだかわからない。そ
の時，平場先生がおられてね。「まあ要するに，シェーネボルンは読ま
なくていいということだ」と総括されたんです。
一同 (笑）

嘉門 この刑法読書会で研究会があるというのが，先生の研究に大きく影
響を与えたというふうには……。
松宮 そうですね。まず，ドイツ語を読まなきゃいけない。もともと刑法
読書会は，佐伯千仭先生が当時の京大の院生たちは「口ばっかりでドイツ
語が読めない」とおっしゃって，「ドイツ語を鍛えないといかん」という
ことでつくった研究会なので，確かにそうだと思いましたよ。読書会で報
告を定期的にやることで，きちんとドイツ語を読もうということになるの
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でね。それがなかったらもっといい加減になっていただろうと思います。
安達 それはもう我々の世代でも，その下の世代でも同じですね。報告の
準備とか，報告を通じて鍛えられるところがあるので。読書会というの
は大変ありがたい機会だなというふうに思っています。
松宮 うん，そうです。そうですよね。
安達 続けていかないといけないなと思っているところです。ほかに大学
院時代の思い出深い出来事とか，何か印象深いこととかございますか？
松宮 いろいろありますけどね。京大の大学院生協議会の議長もやってい
たので。それはドクター⚑年の時ですけれど。そのドクター⚑年の時に
鈴木茂嗣先生が編集委員長で，「法学論叢」の枚数制限をやると。その
交渉の矢面に立ったのが僕ですからね。いやもう大変でしたよ。
安達 そうですか，それはシビアな交渉ですね。

＜三井誠先生の教え＞

松宮 それで，⚒本目の論文5)を助手になってから公刊しますが，これが
わりと評判がよくて。あと，助手時代に三井誠先生に誘われて，「管理
監督過失」の共同研究を関西部会でやっていますけれど，これもよかっ
たですね。そのころになって，中森先生が面白いんですよ。中森喜彦先
生が三井先生と懇親会をやったんです。おそらく鈴木先生が留学か何か
で，刑事訴訟法を代わりに三井先生に非常勤で来てもらっていた年が
あったんですよ。それで懇親会をやって，その時に中森先生が「過失論
は手垢のついたテーマだと思ったんだけど，何とかなったもんだなぁ」
と言わはったんです。「何とかなった」と言わしめた，「あぁ，よかっ
た」と思いましたけどね。
安達 これは，助手時代に関西部会の共同研究をされたということですか？
松宮 そうそう，これもわりと珍しいでしょ。まだ⚒年任期の助手なの

5) 前掲注 3 ) の論文。
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で，その⚒年目に確かやっていますね。
安達 共同研究というと，就職してパーマネントの職を得た人が普通はや
るという。
松宮 そうです。そのはずです。
安達 ドクターを終えられてすぐの助手の方がされるというのはなかなか
珍しいと思ったので，ちょっと気になったんですけれど。
松宮 あの頃，大規模火災事件の管理監督過失というのが問題になってい
て，大阪のとある小さなホテル，千成ホテルというところの火災事件
で，因果関係を否定して無罪になったのがあってね。三井先生が自分の
研究テーマでもあったから，「担当検察官に話を聞きに行くからいっ
しょに来ないか」と言われて，いっしょに行った記憶があります。当
時，三井先生はずいぶん管理監督過失に関心を持っておられて，僕も同
じようなテーマをやりたいと思っていたのを気にかけてくださって，
誘ってくださったんでしょうね。
安達 その後，火災事故についてたくさんご研究をされていますけれど
も，三井先生との出会いがきっかけなんですね。
松宮 そうですね。刺激は三井先生から。その三井先生も，もともとは
ね。マスター⚑年の時に大学院の特殊講義という，他大学の先生を招い
ての集中講義があるんです。その時に先生に来てもらったのが最初で
す。その時は「客観的帰属論をやれ」と言われて，山中敬一先生の論文
をたくさん読んで。まぁ，それはそれで勉強になりました。
安達 先生の大学院生時代と言いますと，ちょうどクラウス・ロクシン
（Claus Roxin）が「帰属論」を展開しだす頃ですよね。
松宮 もう1980年に入っていますから，ロクシンの「帰属論」が1970年代終
わりぐらいに全体像が出てきてね。山中さんがそこへ留学して1980年代始
めぐらいに最初の論文集を出していますよね。
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＜南山大学時代＞

安達 ちょうどその時代ですよね。その後，1987年に南山大学に就職され
ます。その経緯などを，差しさわりのない範囲で結構ですので，教えて
いただければと思います。
松宮 南山大学からは，当時，刑事訴訟法を担当されていた上口裕先生か
ら下宿に電話がかかってきてね。高田卓爾先生が定年で辞められる。高
田先生はなんとその時，刑事訴訟法ではなく刑法の担当だったんです
よ。それで刑法の人事をやるんだけれども，「来る可能性があります
か？」と言われたんですよ。助手の⚒年目で，今年度中に就職を決めな
いと次の年に職がないなぁという時期でした。それで「行きますよ」と
言っちゃったんです。その後に「指導教授の中森先生にはいつお話した
ら良いでしょうね」と言うから，「いや，決まるかどうかわからんから，
決まってからで良いんじゃないですか」と言ってたら，後で怒られた。
一同 (笑）

松宮 中森先生が上口先生から「南山大学の教授会で通りましたので」と
手紙をもらったが「お前，なんで事前に相談せんのだ」と。
安達 それは怒られますよ。
松宮 ｢いや，決まると思っていなかったので」と言って，後でこれはし
まったなと思いましたけれども，「行くと言っちゃったので行きます」
ということで，南山大学に1987年⚔月に行くことになります。
安達 それで，南山大学で教育をされるわけですけれども，南山大学はど
ういった印象でしたか。学生時代を過ごされた京都大学，あるいは立命
館大学と比較してどんな感じでしたか。
松宮 ｢これが大学か」と思いましたね。だって，まずキャンパスにタテ
看板がない。今，京大ではタテ看訴訟をやっていますけれど，キャンパ
スにタテ看がない，ビラがない。昼休みになると芝生の公園のような広
場にお弁当を持った女子学生がたくさん出てきてお弁当を食べる。研究

立命館法学 2022 年 5・6 号（405・406号)

848 (3316)



室から見えるんですよ。噴水がある。どこの公園だろうね，これは，
と。南山大学は当時⚕割ちょっとが女子学生で，法学部も⚔割ぐらいが
女子学生です。ですが，男子学生はよくさぼっているので，キャンパス
にいるのは圧倒的に女子学生です。ここはどこかの女子大？ そんな感
じで，あれはカルチャーショックでした。
安達 だいぶん雰囲気が違うわけなんですね。登録者はそれなりにいるの
でしょうけれど，実際に大学に来ているのが女子学生ばかりだと，結果
として女子ばかりに見えてしまうんですね。
松宮 そうそう，キャンパスで見るのは⚘割方が女子学生です。
安達 名古屋地区での刑法，刑事訴訟法の研究会活動はどんな感じなんで
すか？
松宮 活動は，日本刑法学会の名古屋部会が中心で，名古屋部会は当時年
⚔回，春夏秋冬やっていました。その他に研究会はないんですよ。だか
ら僕は新幹線に乗って刑法読書会と判例研究会に出ていました。しか
も，関西部会は午前と午後やりますけれども，名古屋部会は半日で報告
者⚒人ぐらい，会場は各大学持ち回りでね。人数は読書会よりも少ない
ですよ，20人来ればよいほうでね。しかも，「え，それちょっとおかし
いんじゃないですか？」というような品の悪い質問は誰もしないわけな
んです。それでね，名古屋大学出身の佐久間修さんが僕にね，「名古屋
部会はお通夜部会といわれています」と当時，言っていました。
安達・嘉門 え～っ⽑
松宮 みんなお通夜のように黙って静かだから。僕が来てうるさくなった
らしいです。でも楽しくやりましたよ。あまり遠慮せずにいろいろ意見
や質問を述べて，若手の方の中には「やっぱりそっちのほうが面白い」
という方もおられたので，お通夜部会というほどお通夜じゃないなぁと
思いました。
安達 先生が，お通夜でなくしたんじゃないですか？
松宮 うん，そうかもしれない。それともう一つがね，南山大学に行って
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⚒年目に，名古屋高裁の裁判官が「判例タイムズ」をスポンサーにして
刑事実務研究会というのをやりたいと。関西にもあるんですけれどね。
会場は裁判所のほうで用意するからと言って声を掛けられたのが，名古
屋大学と南山大学だったんですが，名古屋大学の先生と上口さんと僕と
で参加するようになりました。
しかも，最初のテーマが「過失論」というので，「あぁ，これは面白
いな」と思って⚓ヵ月に⚑回くらいやっていましたが，毎回参加しまし
たけれど。そこでもだいぶん引っかき回したんじゃないかなと。
一同 (笑）

松宮 過失犯の共同正犯についての議論があって，ちょうど当時ね，「清
少納言事件」ってご存知でしょうかね？ 三重県の榊原温泉というとこ
ろの旅館「清少納言」で，溶接中の作業のミスで失火してしまった。作
業員⚒人どっちのミスかわからない。⚑審は簡裁で，控訴審は名古屋高
裁でね。業務上失火の共同正犯ですよね。その判決文を書いた高裁の部
長がその研究会の主宰者だったんですよ。で，「過失の共謀共同正犯の
考え方でやった」とかおっしゃって。なので，「過失犯の共同正犯を
テーマとしてやりたい」と言われたんですね。昭和61年の判決6)ですけ
れど，それ以前の昭和30年代に同じく失火の共同正犯の判例7)があっ
て，内田文昭先生が『刑法における過失共働の理論』（有斐閣，1973年）

という本の中で取り上げていると。そういう話をされていたんですが，
内田さんはね，「⚒人の作業員が⚒つのコンロを使っていて，どっちか
ら出火したかわからない」みたいな書き方をしているんですけれど，あ
の事件はそうではなくて，「最初は⚒つのコンロを使っていたが，退出
する前に⚑つのコンロに全部火を移しちゃった。なので⚑つは空。出火
原因はこっちのコンロだとわかっていて，ただどっちのミスなのかがわ
からない」という事案なのに，内田さんがただ「⚒つのコンロだ」とし

6) 名古屋高判昭和61・9・30高刑集39巻⚔号371頁。
7) 名古屋高判昭和31・10・22裁特⚓巻21号1007頁。
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か書いてないので，みなさん誤解していました。それで，「違いますよ，
あれは⚑つになっていますよ」と言った覚えがありますね。山本卓さんと
いう裁判長でしたけれど。卓さんそれでちょっと動揺されました。でも，
さすがは裁判長で，動揺しつつも「いやいや非常にレベルの高い研究会
だ」と言われてね。ですから当時は火災――共同正犯もそうですし，あ
るいは管理監督過失，この議論がいちばん華やかなりし頃ですね。
もう一つ頭の痛いことは，学位論文をどうするかということで。普
通，京大の院生は課程博士なんか取らないんですけどね。龍谷大学の中
川祐夫先生が「院を出てから⚓年以内だと課程博士を請求できるから，
応募してみたらどうか」とおっしゃるわけです。それで中森先生に相談
したら，「まあ，書いてみたら？」という話になって。となると本⚑冊
仕上げないといけない。しかも，南山大学の⚑年目が大学院を修了して
⚓年目なんですよ。南山大学⚑年目に本⚑冊分の論文を書かないといけ
ない。今まで書いたものに足してね。というので当時，ちょうど書こう
と思っていた「過失の標準論」をベースにして，当時「南山法学」は年
⚔号発行でしたが，それに毎号連載をして8)，かつ南山法学会の出版助
成を得て最初の本を書くわけです。で，「最初の本ができました」と中
森先生に言ったら，「学位請求にはまだ早い」と言われてしまいました。
なので⚑冊目は幻の学位請求論文ですね。結局，請求しなかったんです
けれど。でも，南山法学会の出版助成をもらえたというのはラッキーで
したね。
安達 それが，『刑事過失論の研究』（成文堂，1989年）ですね。
松宮 そうそう。
安達 そういう経緯があったんですね。
松宮 ｢書かないかん」と思っていなかったら，書かなかったですよ。
安達 書いたのに学位がもらえないというのは……。

8) ｢『過失の標準』について（一），（二），（三）・完」南山法学11巻⚑号（1987年），11巻⚒
号（1987年），11巻⚓号（1988年）。
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松宮 でもそのおかげで，南山大学時代もずっと「過失論」を中心に研究
できたわけです。しかし，⚓年目になった時に突然，「再審法」の研究
をやるようになってね。「名張毒ぶどう酒事件」第⚕次請求でしたね。
「ブドウ酒の替栓の歯型鑑定が間違っていた」ということが明らかに
なった。ひどい話でね。死刑囚になった奥西勝さんの「歯型とぴった
り一致した」という鑑定が間違いで，どっちかの写真を⚒倍に拡大し
て合わせたというんですよね。それで再審請求をしたのに，なんと請
求が棄却される，と。「残った証拠だけで有罪にできる」と言うわけで
すよ。「いやいや，ちょっと待て！」と。原判決は，「この歯型鑑定が
あるからいける」と言っているじゃないかと。「え～，なんかおかしい
ぞ」というところに突然関心が向いて，当時，刑事訴訟法の研究会の
事務局をやっていた静岡大学の大出良知さんに，その関連の決定とか
全文のコピーをもらって，さらにそのうちに「『疑わしい時は被告人の
利益に』の『適用説』と『不適用説』の理解がドイツと日本で違って
いるぞ」とかいうようなことが気になりだして，「再審請求審の構造」
という論文9)を「南山法学」に書きました。これが南山大学での最後の
論文です。それをベースに今回，出版助成をいただいて本にしたわけで
すが。

＜立命館への移籍＞

安達 その後，本学に移籍されるわけですけれども，移籍の経緯などを，
また差しさわりのない範囲でお願いします。
松宮 上田寬先生から突然電話がかかってきまして，「今うちで刑事法の
人事をやっているんだ」と。刑事法……実は井戸田侃先生の後任なんで
すよ。それなら当然，刑事訴訟法から取るだろうと思って，だから僕は
「ああ刑訴ですか～，それなら誰だれさんとかどうですかねぇ？」とか

9) ｢ノヴァ型再審における請求審の構造について（一），（二）完」南山法学13巻 2=3 号
（1989年），13巻⚔号（1990年）。
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話をしていたら，上田先生がね，「いやいやそうじゃなくて，君なんだ」
と。「なんで僕なんですか？」って――実は刑事法の人事なんですよね，
刑事訴訟法ではない。しかも殺し文句がすごかった。「君が断ったらこ
の人事はなかったことになる……」と。「えっ？！」となって「そんなピ
ンポイントでの人事なんですか？」って言ったんですけれど。だけど，
実は当時⚔月から留学することになっていたんです。「どないしよう～」
と思ってね。それで，中山先生に電話をかけて，中森先生にも電話をか
けて。中山先生からは「ああ，それはいい話ですからいらっしゃい」
と，それで中森先生も「いいんじゃないか」と言うんです。誰も反対し
てくれないんです。当時ね，すでにギュンター・ヤコブス（Günther
Jakobs）のところに手紙を出していて，「⚔月から受け入れてほしい」
と言って OK の返事をもらっていたんですよ。その仲介をしてくだ
さったのが，岐阜の朝日大学で教えておられた三原憲三先生。ボン大学
に留学をされていてヤコブスと知り合いだった。それで三原先生に仲介
の手紙を書いてもらって，僕から手紙を送って OK をもらっていたの
で，ちょっともったいないなと思っていたんですけれど，まあ，まあ関
西の方が誰も反対しないので，「じゃあ，立命館に行きましょうか」と。
南山大学では「なんで行くの？」と言われましたけれどね。留学も決
まっているし，専任講師から，当時は助教授ですが――⚔月から助教授
に上がることも決まっていたので，「これだけ待遇をよくしているのに」
と言われましたけれど，「申し訳ございません」と言って。

＜ヤコブス先生への関心と「外国判例研究会｣＞

安達 そうですよね。ところで，ヤコブス先生に関心を持たれたというの
はどういうきっかけがあったんですか。
松宮 ああ，それは「過失論」ですよ。ヤコブスももともと教授資格請求
論文（Habilitation）が「過失論」なんですよ。
安達 『過失結果犯の研究』（Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt）という
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大きな本を出されていますよね。
松宮 そうそう。あれ，難しいんですけれどね。でも，実は関心を持った
のは，僕は「過失の標準論」をやっていて，従来の「客観説」とか「主
観説」とか「二分説」「二段階説」みたいなのでは全然うまくいかない
と思っていたところ，ギュンター・シュトラーテンベルト（Günter
Stratenwerth）が，イェシェック（Hans-Heinrich Jescheck）の古稀祝賀論
文集にこのテーマで書いていてね。それで彼の言葉を借りれば，「倫理
的能力と生理的能力では違うのだ。倫理的能力には標準的な要求が妥当
するが，生理的なものは行為者のものである」と書いて，そこで「自分
と同意見なのがヤコブスだ」と書いているわけです。その前から当時関
西大学の院生だった川口浩一さんが，「ヤコブスの教科書が出たから，
みんなで読みましょう」と呼び掛けてこれを読む会をやっていたので，
その教科書の記述とシュトラーテンベルトの論文での引用の両方を見
て，「あ，この人は鋭い」と思ったのがきっかけです。
安達 川口先生の名前を聞いて思い出したんですけれど，関西大学で外判
研ですか――外国の判例を読む研究会がもう一つありましたよね。
松宮 ｢外国判例研究会」ね。これは，渡辺修さんや園田寿さんが中心と
なって，彼らが院生時代に作ったものです。刑法読書会で外国文献を勉
強している。それから，刑事判例研究会で日本の判例を扱っている。そ
れとは別に，院生だけで外国の判例研究会をすでにやっていて，それに
「マスター⚑年から参加しろ」と言われて参加したんです。しかも，マ
スターが当時，多かったんです。関西大学に⚓人いてね，京大が僕と松
生さんがいて……というふうに多かったので，渡辺さんに「マスターだ
けで修士論文向けに，日本の文献中心の研究会をやれ」と言われて，そ
れを別につくったんです。おかげで毎週土曜日が研究会でした。土曜日
は休みにならない。外判研は僕が助手の頃まではずっとやっていて，そ
の後もちょっと続いていたんですが，自分が関わらなくなっちゃったか
らわからなくなったのと，院生が減っちゃったのでね。「関大法学
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ジャーナル」にその「判例紹介｣10)も書きましたね。
⚓回書いていますね。その⚓回のうちの⚑回目は「民事判例」ですか
らね。ミュンヘンの控訴院というところで，蒸気機関車が当時，質の悪
い石炭を使っているので，火の粉の出る煙を吐く。それで沿線で火事が
起こる。家を焼かれた人が損害賠償請求をする，という。ところが，賠
償請求はするんだけれども，差止めは請求しないんですよね。当時は民
法典がまだないので，ドイツ普通法つまりローマ法ですよね。ドイツ普
通法の損害賠償のためのネガトリア訴権（actio negatoria）――「否認訴
権」と訳されるんですけれども，これを根拠に請求する。でも，ネガト
リア訴権だと差止請求もできるんだけど，差止めは認めていない。これ
がヴェルツェル（Hans Welzel）の教科書の「社会的相当性」のところに
引用されているんです。「今日では鉄道運行は社会的に相当である。し
かし19世紀半ばには，1861年のミュンヘン控訴院の判例は『鉄道運行は
それ自体，違法である』と述べていた」と言って引用しているわけで
す。
安達 あります，あります。今，思い出しました。
松宮 ｢えっ，これ，どんな判例？」と思って読んだわけ。ほぼ全訳に近
い形で紹介しましたけれど。あれはね，やっぱりやっておいてよかった
ですよ。だって，賠償請求は認めるけれど，差止めとかをやらせないの
はなぜかというと，鉄道運行自体は適法だと考えているわけですね。
で，それがその後の特別法――賠償法の特別法をプロイセンがつくった
りして，今で言う「危険責任論」に発展していくわけです。「つまり危
険行為は許されるけれど，その代わり賠償は無条件，無過失賠償責任を

10) ｢鉄道営業行為自体の違法性：『許された危険』論の前提的考察のために」OAG zu
München vom 16.4.1861. Seuffert Archiv, Bd. 14. S. 354ff. 関西大学大学院法学ジャーナ
ル32号（1981年），「義務違反的態度の原因性」BGH, Urt. v. 15.10.1981—4StR 398/81
NJW1 NJW 1982, S. 292. 関西大学大学院法学ジャーナル36号（1983年），「交通事故と速
度違反との法的因果関係」BGH, Beschl. v. 6. 11. 1984—4StR 72/84, BGHSt. 33, 61=NJW
1985, 1350. 関西大学法学ジャーナル46号（1986年）。
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認める」という。あれをやっておいたので「適法行為でも賠償責任って
ある」という理屈があるんだと，その後理解できたので。「緊急避難の
賠償責任」につながる話ですけれども。やっていることに無駄はないで
すね。
安達 そうですね。いろいろ勉強しておいたことが後で役に立ってくるん
だなぁと。
松宮 その時はつながらないんだけど，後で「あっ，もしかしてあれと
いっしょ？」というのがね。

＜立命館大学の印象＞

安達 そうですよね。あ，話が少し横道にそれましたけれども……。
松宮 あ，立命館大学に来た話ね。
安達 お決まりの質問になりますけれども，京都大学，南山大学と比較さ
れて立命館はどんな感じでしたか？
松宮 まず，南山大学に対する違和感というのがあったでしょ。それに比
べると立命館にはちゃんとタテ看はあるし，ビラはあるし。
やっぱり，立命館は大学らしい大学ですよね。あと教授会の雰囲気が
よかったですね。大久保史郎先生をはじめ皆さん，もう学部長に向かっ
て言いたい放題なので。ちゃんと筋の通ることをお互いにちゃんと言え
る，言うことができる。筋がよくないとダメですけれどね。
安達 当時の教授会というのはかなり時間が長くて。先輩から，教授会の
途中で夜の授業がある人はうどんを食べて行くとか伺いましたけれど
も。
松宮 そうそう，当時は二部（のちの夜間主）がありましたからね。今か
らうどん食べて二部の授業に行く，と。⚕時半になると美濃屋にどれだ
けうどんを注文するかという話になって。今はそんな長時間教授会は堪
えられない。
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＜最初のドイツ留学＞

安達 それで1990年に本学に来られて，1992年からボン大学に在外研究に
出られるんですね。
松宮 そうです。当時，刑事法部門は生田勝義先生が中心でしたけれど，
学内資金だと赴任から⚓年以上，学外資金だと⚒年以上勤めれば海外に
出られる。ラクして学内資金で，と思っていたら，生田先生から「フン
ボルト（財団の奨学金）に応募しろ」と言われて。南山大学の時は学内
資金だったんですよ。えっ？！と思ったんですけれど「じゃ，やってみる
か」というので，まずは「ドイツ語の応募書類をどうやって書くねん」
というところから始まって書類を向こうから取り寄せて。いちばん大変
だったのは履歴書よりも業績で，「代表的な業績⚓部以上の要約をドイ
ツ語で出しなさい」というので，「要約って言ってもそれは論文じゃな
いか」ということでそれを書いて。当時⚑年あとに出口雅久さんが赴任
してきますので，彼を通じてネイティブの人にチェックしてもらったと
いうのが大変でしたね。
松宮 一つ困ったのは，⚙月から出る予定なのになかなかフンボルト財団
から採否の結果の通知が来ない。来ないなぁと思っていて，それで「来
ないんだけど～」と⚗月頃にファックスで問い合わせたら，そしたら向
こうからはファックスで「送ったんだけど～」って来た。え～，送った
のに届いていない。なんでだろうと思ったら，当時，文学部にドイツ語
の先生で松宮先生がおられた。ドイツ語の手紙だから，学内で仕分けす
る際に文学部の松宮先生だと思って，事務局がそっちに送っちゃってい
た。
安達 あぁ～。
松宮 ｢違うよ」って向こうの先生からこっちに返ってきた。「ああ，届い
ていたんだ」となって「確認しました」と向こうにファックスを送っ
て，慌ててそこから準備を始めて……バタバタでした。
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しかもフンボルトは，最初⚒ヵ月間は語学研修を義務付けますよね。
こちらの後期が始まるのがだいたい今は⚙月26日頃ですか，当時もだい
たいその頃で，後期が始まる⚑日前に出ないと⚑年以上にならないから
税金が免除にならないという話があって，「早めに出てくださいね」と
事務局に言われていたわけです。ところが，ボン大学だから語学研修は
ボンのゲーテ・インスティテュート（Goethe-Institut）でと思っていた
ら，10月から始まるコースがない。「⚒ヵ月ずつなので11月からです」
と。⚑ヵ月どうするんや～と。
安達 (笑）

松宮 それで，「10月から始まるところはどこかないの？」と尋ねたら，
ゲッティンゲンを紹介してもらってね。そうか，仕方ないなぁと思って
最初の⚒ヵ月はゲッティンゲンに，そのあとボンに引っ越すという計画
にしたんです。ゲッティンゲンも良い街でしたからよかったんですが，
そのゲッティンゲンの最後，ドイツ語の検定試験を受ける直前に母親が
亡くなるんです。なので，受けずに帰ってきてね。⚑ヵ月ぐらい日本に
いて，もう一回，12月の中旬ぐらいにドイツに行って，その間は下宿先
に荷物を預かってもらっていて，慌てて引っ越しをしてボンに行くとい
うスケジュールでした。
安達 それは大変でしたね。
松宮 あれは大変でね。しかも皮肉なことに，ちょうどその時，ヤコブス
先生は日本に来ていて，その秋に日本の各地で講演しているんですよ。
立命館にも来ているんですよ。でも，そこに僕はいない。
安達 入れ違いになったんですね。
松宮 入れ違いです。
安達 ああ（笑）

松宮 なので，まだ本人の顔を知らない状態でね。それで12月に引っ越し
を終えて，もうすぐ年末休みというかクリスマス休暇が向こうは長いの
でね，そのクリスマス休暇に入る前日に研究室に挨拶に行ったんです
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よ。そして初めて顔がわかった。
それで，行ったのはいいんですが，大変ですよ。「教授室にいらっ
しゃい」と言われて行ったら，「どんな研究をしたいんだ」「お前はどう
いう見解なんだ？」といきなり聞かれて，そのまま⚑時間以上。おいお
い，こっちはまだドイツ語がそんなに十分じゃないのに，最初から⚑時
間以上も話をするんか……と思って。
安達 (笑）

松宮 そのとき面白かったのは，「僕が考えている過失論の体系はこうな
んですけど」という話をしたら，「それは私の体系だ！」と言われて。
安達 (笑）

松宮 ｢あ，そうだっけ」と。それまでに影響を受けていたということか
もしれませんけど。
安達 そういうことが言いたかったんでしょうね。
松宮 だけどね，「伝統的過失論」に近い。もっとすごいことですが，「伝
統的過失論」どころではない「ヘーゲル学派」だということが最近になっ
てわかったんだけど，ヤコブス説はね。それはもうちょっと後で，また。

安達 後で出てきますよね。最後のあたりになるかと思いますが。それで
留学中のエピソードとか，ヤコブス先生の研究室での出来事とかをお話
しいただけませんか。
松宮 ご自宅にも寄せてもらいましたし，いろいろと歓迎していただきま
した。留学中は，そうですね，ゼミに入れていただいたのがいちばん面
白かったですかね。ゼミは毎週月曜日夕方⚖時から始まって，当日の
朝，午前中に報告者が報告原稿を全部コピーして参加者全員に配ってお
く。月曜日の朝，席に着くと報告原稿がそこに置いてあるんです。これ
を読むのがなかなか大変で，読み終えた頃にゼミが始まるという。
安達 確かに大変そうですね。
松宮 そのゼミで，「過失犯の共同正犯」の日本の状況を踏まえた報告を，
メインの学生の報告の後に，サブ報告で少しやったらどうかと言われて，
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それで報告した記憶があります。これは Ritsumeikan Law Review に掲
載しました11)。なんとドイツでは少数説ですが，ヤコブス先生は「共同正
犯肯定説」ですからね。ですから「日本の状況はこうで，肯定説が増え
ています」という話をしたら，わりと興味を持って聞かれていましたね。
あとは昼ごはんね。ヤコブス先生は自宅じゃなくて研究室で仕事をす
るタイプであったこともあって，大学にいる時は昼ごはんを留学生とか
といっしょに食べに行くんです。それで，Mensa（学生食堂）に行くわ
けなんですが，先生は食べるのがものすごく速い。そのうえに，併せて
会話もするわけですよ。で，何の会話をするかというと，共通のテーマ
は刑法しかないわけですよ。だから，毎日，昼ごはんを食べに行く時に
一つ質問を持っていかないといけない。なので，会話をするために質問
を考える。で，毎回毎回，質問していた。そうしたら，どうもそれが印
象に残ったみたいで，僕の後にボン大学に留学した中国人民大学の冯军

（Feng Jun）さんが――彼は早稲田大学にも留学していて日本語もペラ
ペラなんですが――僕が昼飯の時にいつも質問していたという話を聞い
たようですね。のちに立命館大学に何かのシンポジウムで冯さんが来て
いて，懇親会の時にその話を聞きました。そういう縁もあって，冯さん
のいる人民大学にお邪魔した時に講演をさせてもらいました。しかも人
民大学名誉教授の称号をいただきました。大谷實先生の次だそうです。
もうびっくりしましたよ。客座教授（日本の客員教授）くらいかなと思っ
ていたら，客座教授とあわせて名誉教授をくれたので。それは2005年の
時ですけれども。

＜留学の効用＞

嘉門 もともと考えていたことが，ドイツに行ったことで何か閃いたこと
はありましたか？

11) „Die Lehre von der fahrlässigen Mittäterschaft in Japan“, Ritsumeikan Law Review
No. 9, S. 17（1994年).
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松宮 ありますね。もともと「管理監督過失」を研究すると言っていたん
ですが，逆に，あんまり日本みたいな判例がないんです。だから「管理
監督過失」というテーマでは，そんなにドイツに論文はないわけです
よ，「過失」一般はあってもね。それで，例の1927年の倉庫火災事件判
決（RGSt 61, 318）はあるけれど，あの後どう議論が展開したかが，なか
なかよくわからなかった。わからなかった時に，あれをきっかけに「拡
張的正犯概念が出てきたんだ」ということを，何かで気づいたんです
よ。フランツ・エクスナー（Franz Exner）が，あの判例を激しく批判し
ていましたからね。「殺人の故意正犯を過失で手伝ってしまった者を
（過失犯の）正犯とするなんて，そんなの，説明できないじゃないか」と
言って。ところが，エバハルト・シュミット（Eberhard Schmidt）がフ
ランクの Festgabe12)で「拡張的正犯概念」を打ち出して「それで説明
できる」と。それをさらにヴェルツェルが「違う。過失犯，不作為犯
は，正犯共犯の区別がないんだ」，それで「『拡張的正犯論』よりも『目
的的行為論』のほうが優れている」と言い出した。彼らの書いている論
文に必ずこの判例が引用されているんですよね。だから「あれ？ きっ
かけはこれみたいね」と，気がついたというのがありましたね。
当時，日本では佐伯千仭先生がそうでした。佐伯先生の『共犯理論の
源流』（成文堂，1987年）――共犯関係の論文を中山先生が中心になって
まとめられたんですが。ですけれども，日本では「拡張的正犯論」とい
うのは「過失犯」との関係で言われるようになった，という指摘はほと
んどなかったんです。
安達 だいたい「間接正犯」の説明ですね。
松宮 そうそう。「『間接正犯』を説明するためだ」という説明なんです
よ。佐伯先生もそういう論調なんです。ところが，佐伯先生が紹介して
いる「判例も認めるようになった」と言っている判例は，それなんです。

12) Festgabe für Reinhard von Frank zum 70. Geburtstag 16. August 1930.
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安達 倉庫火災事件判決。
松宮 倉庫火災事件判決ね。過失犯ですよ。だから，どうも日本で紹介さ
れているのと，ドイツの実態は違うぞと。スローガン的にいうと「話が
違う」ということに気づいたというのが，その後，非常に大きな視点に
なりましたね。もしかして他にも「話が違う」ことが山ほどあるんじゃ
ないかと。
｢目的的行為論」だって，何で出てきたのかという説明をした人は，
日本ではいなかった。「いや，哲学だ」と。「ドイツ人だからって哲学か
ら法理論を考えるか」と僕は思っていたから，何かもっと俗っぽいこと
があったんじゃないかと思っていたんですけれど。もしかして，「こう
いうことを説明しよう」というのがあってね。「Handlung というのは，
finale Handlung だ。それは故意の作為犯しかないんだ」ということを
言い出して，初期の平場安治先生のように「過失と不作為は行為ではな
い」と。そう言うのは，それが言いたかったからであって，決して「目
的的行為論では過失は行為であることを説明できません」という理論の
弱点として言っているわけではない。
だってこれ不思議でしょ？ 学生時代にね。大塚仁先生と福田平先生
が有斐閣双書で書いている『刑法の基礎知識：質問と解答』（有斐閣，
1964年）という古い本があるんですけれども，そこで行為論を説明する
んです。ところが「因果的行為論では不作為が説明できませんね」って
あって，「これを批判して出てきたのが目的的行為論です」「目的的行為
論では過失が説明できませんね」と。もっと説明できんやないか。
安達 (笑）

松宮 おかしいだろう，その説明は！ 説明できないものが増えていくの
に，なんでこれが，後から出てくるんだと。そんなんで「刑法総論」の
勉強を始めたばかりの学生がわかるはずがない。当時，僕は，平場先生
の京大最後の講義を聞いていますからね。「行為論っていうのは大事ら
しいで」って学生の間でざわざわざわっと言っているけれど，誰もわか
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らないわけですよ。どういう意味があるのか。一応，「こういう行為論
があります」と説明していても，それに「どういう意味があるの？」と
いう疑問が残ります。でも，「過失の正犯概念というものを説明しよう
としたんだ。それが出発点だ」と考えれば，「ああ，そういうことだっ
たんだ」と理解できるんですよね。だから「過失は Handlung ではな
い」というのは，ヴェルツェルはむしろそう言いたかったわけです。こ
のことを，留学帰りの関西部会での帰朝報告でしゃべったら，なんと平
場先生が褒めてくださったということがあって。すごいですよ，「松宮
君は意外に頭がいいんだね」と。今までなんだと思われていたのか。
安達・嘉門 (笑）

松宮 ｢そうかぁ，故意正犯の背後の過失正犯をどう説明するかという話
なんだぁ」と理解されたんです。そうなんですけれども，「意外に」と
いうのはやめてほしかったですね。
監督過失の研究は今でもあまり進んでないんですけれど，正犯概念で
しょ。それで次の問題が「故意のない者に対する教唆犯」ですよ。言い
方を換えると，「間接正犯と教唆犯とにまたがる錯誤」です。教唆した
つもりなんだけど，相手は事情を理解しないまま，つまり故意を生じな
いまま，しかし結果だけは起こしてしまったというような場合にどうな
るのかという問題があって……。あ，そのもう一つ前に，そもそも「制
限従属形式」つまり「要素従属性の緩和」はなぜ出てきたのかというと
ころが，ある時，突然わかっちゃったんですね。
これはね。ヤコブス先生の教科書に Reichsgericht の判例が引用され
ていて――拡張的正犯概念の論者が反対説である限縮的正犯概念の弱点
として引用している判例なんですけれども――それを調べてみたら「責
任能力がない者をあると誤想して幇助した者が無罪になった」という判
例です。えっ？と思ったんですよ。「責任能力がない者をあると思って
幇助して，幇助犯がなんであっさり成立しないんだ」と思ったら，責任
能力がなければ「正犯が犯罪をしたことになっていないから」というの
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です。で，正犯が犯罪をしていないのであれば背後者は犯罪を幇助した
ことにはならないから。なおかつ間接正犯――当時は間接正犯
mittelbarer Täter ではなく Urheber――も無理，「幇助だから Urheber
にもならず無罪」という判例があって。かと思うと，「共同実行の相手
方に責任能力がないから共同正犯にならない」という判例がありまし
た。ならないから逆に「単独正犯で全部責任を負う」というすごいのが
ありましたけれど。「あ，そういうことね」と。つまり，（要素）従属性
というのは，正犯に現実にそういう要素が備わっていることが共犯成立
に必要だという議論なんだから，正犯に責任能力がなかったら共犯は成
立しない。かつ日本ではそれは間接正犯で拾えるとみんな思っているけ
れど，錯誤のために間接正犯の故意もない。「犯罪」は実行されていな
いのだから幇助に当たらない。教唆でも拾えない，ということなんだ
と。つまり，間接正犯と共犯との間に従属性によっては処罰の間隙が生
じる。特に錯誤とかが絡んだ時に……ということに気がついたんです
よ。だから，これは中山先生に習ったことを否定することになるんだけ
れど，従属性の緩和は間接正犯を狭くして共犯を広くするという関係で
はないんです。そうじゃなくて，間接正犯にも共犯にもならなかったと
ころを共犯で埋めるということなんですよ。逆に正犯で埋めると拡張的
正犯になる。このように「処罰の隙間があった」という認識が，全然，
日本にいる時はなかったですね。
安達 ああ。
松宮 もっと言うと，亀井源太郎君がそうですよね。彼，「隙間」という
発想がないから「正犯と共犯の関係」しか考えていないでしょ。「両者
どちらにも属さない」という部分が実際にできるんだ。ここをどうする
かということで，M・E・マイヤー（Max Ernst Mayer）は「従属性の緩
和」を主張した。実際，そうでしたからね。そんなこと，日本で誰も教
えてくれなかった。これも「話が違う」ですね。
そこから，次に「ということは，正犯に現実に故意がなかったら，共
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犯なんか成立しないんだ」と。しかもドイツ刑法は明文でそう書いてい
ますからね。ということは，「間接正犯と教唆犯にまたがる錯誤で，教
唆のつもりなのに正犯に実際には故意が生じずに結果を起こしちゃった
という時には，軽い教唆犯が成立しますよ」と言う前提がないわけです
よ。「正犯に故意が必要だ」と考えているからね。「それって，処罰の間
隙が生じているじゃないか」ということで，それも併せて留学中に論
文13)を書いていますね。
ところが，よせばいいのにちょうどその時，井田良さんがね。なぜか

「正犯に故意を必要としない関西の『共犯論』はおかしい」と言って，
それを批判する論文を書いていたんですよ。論争の相手は関西大学の山
中敬一さんだったけれど……つまりは中義勝先生の「共犯論」なんです
けれどね。でも，今言った間接正犯と教唆犯とにまたがる錯誤のケース
では「教唆犯は成立する」と彼は言うわけ。なんで？ 正犯に故意がな
いのに。でも，ドイツでは成立しないことも，ちゃんと紹介しているわ
け。ところが，じゃあなんでドイツと日本で結論が違うかというと，
「ドイツ人は議論が厳密だから」と書いてある。「ちょっと待てよ。日本
の議論はいい加減だということか！ それじゃあ，自分の議論もいい加
減だと言っているようなものじゃないか」と思ってね。
安達 ああ，はい。
松宮 従属性というのは，「共犯成立のためには本当に正犯にそれが必要」
という意味なんです。ところが日本の圧倒的通説ではこういう場合，
「正犯に現実には故意がなくても教唆犯が成立する」となっている。と
いうことは，言っていることとやっていることが違うわけですよ。じゃ
あ，どっちが通説なわけ？という疑問が生じるでしょ。そう考えると，
「やはり結論をきちんと説明するためには，共犯は正犯の故意に従属し
ないという体系をとらざるをえない」という論文14)を書いたわけですけ

13) ｢非故意行為に対する共犯：『故意への従属性』について」立命館法学231＝232号（1994年）。
14) 前掲注 13)。
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れどね。
そういう目でもう一回，日本の議論をいろいろと見直してみると，い
ろんな点でヘンなところがたくさんあります。

＜過失犯の正犯概念＞

安達 そういったかたちで，ドイツで日本の刑法学に対する問題意識，あ
るいは足りないところをいろいろ発見し，それで日本に戻ってこられ
る。ここから先は私もリアルタイムである程度拝見していますけれど
も，怒涛の展開と言いますか，「共犯論」に限らずさまざまな分野につ
いて，日本で通説的に言われていることに対して「これは違うのではな
いか」というかたちで問題提起されていると思うのですが。
松宮 ｢過失犯」でどうしても残っちゃった課題が，「正犯概念」です。過
失犯について，故意犯とは違う二元的な正犯概念，つまり過失犯では正
犯と共犯の区別はないと考えるかどうか，という課題にチャレンジせざ
るをえなくなって。ということは「共犯論」一般をやらざるをえなくな
るわけですよ。なので，この時期（1994～1998年頃）は，共犯関係の論文
が増えてくるわけです。
いま言った「従属性」の問題はだいたいそういうことで，理屈から言
うと「こう説明しないといけない」という答えは出てくるんですが，
いっこうに解決できないのが「過失犯の正犯概念」です。これ，なぜか
というと，「正犯概念」というのは「正犯と狭義の共犯の論理関係を問
うもの」でしかなくて，「じゃあ，正犯はどの範囲まで成立するのか」
というのには直接，答えは出さないんですよね。だから，「共犯は正犯
の外側なんだけど，でも正犯自体がずいぶん広くまで認められるから
ね」と言ってしまえば，「拡張的正犯論」を取ったのとあまり変わらな
い結論になるんですよ。
安達 そうですね。
松宮 だから，「本来の正犯の範囲はどこまでか」という問題を解決しな
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いと正犯概念は解決できないのに，そういうのを考えさせるなかなかい
い事件，判例が見つからない。見つからないまま，みなさん「ミスが
あったら過失で，因果関係があれば成立するね」みたない判例を出して
くるわけですよ。「過失犯における正犯概念」という論文15)を⚓回連載
で出してはいますが，問題提起に止まっている……まだ解決しきれてい
ないです。だから，この後もずっと頭のどこかにひっかかったままです
ね。まあいいや，そのうち何かをきっかけにアイデアが浮かぶだろうと
思って放っておいて，他の論文を書いているということですね。
安達 ドイツの倉庫火災事件みたいに，殺人を意図して放火したら建物の
不備とかで被害者が亡くなったというような事件，判例があればいいん
ですけれどね。
松宮 大洋デパート火災が故意の放火だという噂があるんですよ。それか
ら，尼崎の長崎屋火災は故意の放火ですよね。実は三井誠先生は気づい
ているんです。「故意の放火だったら，過失は成立しないという考え方
があるんじゃないか」と書いている16)。だけど，他の過失犯研究者は，
はっきり言って，この問題提起に全然気づいていないんです。だからそ
れ以上議論にならないんですよ。ちょっと残念です。

＜刑法の存在意義＞

安達 なかなかこの点，議論が深まらないですよね。いま「過失犯論」
「共犯論」というあたりについてお話しいただきましたけれども，この
ほかいろんな研究に向かっておられると思いますが，いくつかその後の
研究で，先生が重要だと位置づけておられるものがあればお話しいただ
けますか。
松宮 刑法で言うと⚒つありますね。一つは「刑罰論」あるいは「刑法の

15) ｢過失犯における正犯概念（一），（二），（三・完）：火災事件をめぐる議論を素材に」立
命館法学235号（1994年），238号（1995年），279号（2002年）。

16) 三井誠「日本刑法における管理・監督過失」韓日法学研究第八輯（1986年）。
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存在意義論」ですよね。
⚒回目の留学に2001年に半年間行きましたけど，そこでいちばんの
キーワードが Feindstrafrecht――「敵味方刑法」と訳していますけれ
ど――相手によって刑法が異なるという発想ね。そんなこと聞いたこと
がなかったので，「またヤコブス先生えらいことを言いだしたな」と
思って。相手によって刑法が異なるというのは何だ？「しかも，
Feindstrafrecht（敵味方刑法）というのは，もはや本来の刑法ではない。
あるいは本来の法でもない」と，えらいことを言わはるなと思ってね。
言われてみれば，当時は 9・11がありましたからね。ちょうど⚒回目の
留学から帰る，ドイツを出る日が 9・11だったので，びっくりしました
けれどね。でもその前からテロ問題は重要な課題になっていました。テ
ロ対策立法の持つ特殊性ね。
安達 1970年代ぐらいからドイツではテロの問題がありましたから。
松宮 あったけれど……1990年代，余計に深刻になった感じがしますね。
ただ，その前に「では，市民刑法とは何か」という課題があるわけで
す。「本来の刑法である市民刑法というのは一体どういうものなのか」
を先に解決しておかないといけないわけですよね。そこで，「積極的一
般予防論」と俗に言われていますけれど，「刑法ないし刑罰は本来どう
いうことをするものなのか，市民刑法の場合には」というところに関心
が向くわけですね。かつ日本も「立法の時代」に入っちゃったでしょ。
次々に新しい刑事立法ができることを刑法学会としてどうするか，とい
う議論が起こってくるわけで。これは2003年⚕月，日本大学での日本刑
法学会第81回大会，あのときに共同研究に駆り出されて――明治大学の
川端博先生が責任者で，井田さんと並んで，いま最高裁判事をやってい
る法務省（当時）の三浦守さんといっしょに報告をしましたけれど――
結局は「その時の社会において定着した規範の違反は犯罪にできるけ
れど，そうでないものを無理矢理持ち込むと，Feindstrafrecht になる」
と。これがヤコブス説なので。だから結局大事なことは，「『これを犯罪
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にする』ということについて，社会に先行する行為規範があるか，とい
うことを考えざるをえない」という報告をした覚えがありますね。
その点で言うと，「国際協調などの圧力で次々と新しい立法をしてい
くけれど，そういうものは日本社会ではみんなあんまり犯罪と思ってい
ないだろうから，たぶん作っても死文化するというか，使われなくなる
だろう」というようなことを言っています。その延長が「共謀罪」です
よね。あれも僕は使われないだろうと言っているんだけど。実際，今ま
で使った例はないですね。
安達 ないですね。
松宮 併せて，僕は「行動統制的予防」という言葉を使っていますけれ
ど，つまり「刑法，刑罰は実際に市民一般に対する一般予防であれ，行
為者に対する特別予防であれ，その人物の犯罪行動を変えるという機能
を持っているというふうには考えないほうがいいだろう」と。むしろそ
ういうものは，もっと社会に定着した規範とか，そういうものがいちば
ん影響を与えているので，やはり「規範違反あるいは法違反に対してき
ちんと制裁が加えられるんだ」ということを社会が確認していくという
ことですよね。それを「規範維持」または「規範確証」と言いますけれ
ど。まあ，そういうものではないですかということに，だんだん考え方
が傾いてきましたね。だから，「『これは犯罪だよね』という行為で，証
拠がはっきり挙がっているなら，きちんと罰を与えましょう」です。な
ので，「いやそんなこと犯罪だと思っていないよ」というのを無理矢理
犯罪化するのはやっぱりだめ。かつ俗に言われている一般予防，特別予
防上の必要から刑を重くするとか軽くするとかいう議論も本質を外れて
いる，と。そういう議論をやって，その頃，中村悠人君が大学のゼミを
経て大学院にやってきて，彼もそういう議論に興味を持ったので，
「じゃあ君は刑罰論をやるか？」という話になって，修士論文は，安達
さんに指導してもらいました。
安達 はい，そうですね。
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＜犯罪体系論＞

松宮 ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）をしっかり読むというこ
とになって，よかったなと。僕はヘーゲル理解がいい加減だから。でも
最近ますます関心を持っていますけれど。
もう一つが「犯罪体系論」で，これはやはり中国との縁ができたこと
が大きいです。2005年に初めて山東大学のシンポジウムに呼ばれてね。
「犯罪体系について報告をしてほしい」と言われたので，「日本の三段階
体系」と「中国流の四要件体系」との比較とか，どういうところに矛盾
があるかとかという話をしました。その時の中国の研究会の主宰者が何
秉松という先生です。四人組裁判の時に弁護人をやったという方です
が，数年前にお亡くなりになりました。この先生は日本語が全然しゃべ
れないんですが，スタッフが日本語にちゃんと翻訳をしてくれるんで
す。この先生のものすごく長い基調報告を，スタッフがあらかじめ日本
語に翻訳して送ってきてくれてね。そこに何て書いてあったかという
と，なんと「ロシア帝政末期のタガンツェフ（H.C. Таганцев）に帰れ」
というスローガンが書いてある。「知らんで，誰，これ？ え，ソビエ
ト刑法の大物？」と。
安達 いきなり出てきて……も，ですね（笑）。
松宮 上野達彦先生が『犯罪構成要件と犯罪の確定』（1989年）で，ソビエ
ト刑法の犯罪構成要件論のトライニン（А. Н. Трайнин）を紹介してい
るので，ソビエト刑法の「構成要件論」と言ったら，ぎりぎりトライニ
ンぐらいしか知らなかったので，「誰？」と思って。その「タガンツェ
フの考え方に帰れ」と，それは「四要件体系」なんです。「段階的体系」
ではないわけですね。一つの塊として，統一体として犯罪を捉え，それ
ぞれの側面が主体であったり，客体であったり，主観的側面であった
り，客観的側面であったりという考え方なんですけれど，当時，全くわ
からなくてね。しかも⚒年後の2007年には，その何秉松先生が，「ソ
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連・ロシア・中国流の体系と，ドイツ・日本流の三段階体系とで論争し
よう」と言って，シンポジウムを開いたわけです。当時，中国ではそれ
で大論争していましたからね。なので，こっちはドイツ軍と同盟を結ん
だみたいな感じで四要件体系を批判して，「阻却事由はどこに位置づけ
られるのかわからないじゃないか」とかいろいろ言って……。それで懲
りたのか，何秉松先生は「もういい」とか言ってはったんですけれど。
ところがね。その後，孫文君が立命館の大学院に来て「体系論をやり
たい」と言ったんですよ。彼の当初の問題意識は，ソビエト流ではなく
てドイツ・日本流の三段階体系が，まあ新しい世代ではみんなそうです
から，それを支持するみたいなことを言っていたんです。ところが，
ちょうどその頃，僕はベーリンク（Ernst Ludwig Beling）以前の「構成
要件論」に興味を持っていたんですね。なぜかというと，一つは罪数を
決める一罪の基準は構成要件だという「構成要件標準説」ね。ところ
が，一罪の基準は構成要件だと言うけれども，構成要件に該当したって
適法な行為が一罪になるわけがないじゃないですか。しかも，ちょうど
平成⚖年12月⚖日最高裁判決，一部には「デニーズ事件」と言う人もい
ますが，防衛行為をしていた者の一部が暴走しちゃった事件ですね。全
体としては一個の暴行の構成要件該当行為なのに，しかし最高裁は「侵
害現在時の暴行が正当防衛であれば，傍観していた人物は追撃行為につ
いての共謀がなければ無罪ですよ」と言ったわけですね。つまり，「共
犯からの離脱ではない」とはっきり言っているんですけれど。平成21年
⚒月24日に今度は，最高裁が傷害罪の過剰防衛を認めちゃう決定を出し
ましたよね。「前半の傷害行為は正当防衛で，後半の暴行が過剰で，し
かし暴行では怪我をしていないのに罪名は傷害罪で，あとは量刑で調整
する」と言っちゃった。この二つは，僕は矛盾していると思っていま
す。「なんで適法な行為である傷害を理由に後の違法な暴行も傷害罪だ
と言ってしまうのか，というとやっぱりおかしいではないか」と。余談
ですが，当時いっしょに研究会をやっていた山口厚さんも「おかしい」
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と言っていましたね。
安達 そうなんですね。
松宮 そうなんです。だって「これ傷害致死だったらどうするつもりなん
ですか」と。前半行為で致命傷を負ってたとかね。それは，例の「灰皿
投げ事件」もそうでしょ。
安達 平成20年⚖月25日の最高裁決定のほうがそちらに近いですよね。
松宮 そうそうそう。被害者が立ち上がってこなかったから，あれでよ
かったけれど，被害者がふらふらと立ち上がって殴りかかってきたらど
うするんだ，傷害致死罪の過剰防衛で本当にいいのかという疑問が生じ
ます。ということは，罪数論において「一個の犯罪は一個の構成要件で
決まる」と言っているときの一個の構成要件は，単なる構成要件ではな
いんじゃないかと。つまり，ベーリングが重視した「特別構成要件」で
はなくて「一般構成要件」ではないかという，何となくそういう感触を
持っていたんですよ。それで⚓回目の留学を⚔年前（2018年）にしまし
たけれども，その時はそういうテーマを考えていて，しかもヤコブスと
弟子のパヴリーク（Michael Pawlik）が「三段階体系を批判し始めてい
る」という，まあもっと前からしていましたけれども……それで「段階
的体系には，何か落とし穴がある」というので，それを主な研究テーマ
にして留学しました。
当時，山本和輝君もそうでしたが，ベルナー（Albert Friedrich

Berner）の教科書を読んでいましたよね。ベルナーの教科書を見ると，
主体，客体，手段，行為という要素の体系です。その総体が（一般）構
成要件なんです。結局，犯罪は一個の統一体という発想ですから，「こ
れ，もしかして中国刑法の通説と同じ発想ちゃう？」「これ，よう似て
るやん」と思って。だから「構成要件基準で一罪が決まる」の構成要件
は，犯罪成立要件の総体としての構成要件じゃないかと。ベーリンク以
前の構成要件じゃないかという思いを強くして。
そこで，孫君のしかも博論指導というのがあったので，孫君の博論指
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導をする時に，今度は中国語経由でロシア刑法学，ソビエト刑法学の教
科書の概要がわかることになった。直接ロシア語が読めないというのが
残念ですけれどね。それで目次でどんなことを言っているかと，「ピオ
ントコフスキー（А. А. Пионтковский）なんかよく似ているじゃな
い？」と。ピオントコフスキーが中心になってソビエトの国定教科書の
「犯罪論」を書いていますからね。「おいおい孫君，ベルナーの教科書を
日本語に訳したのはこれなんだけど，よく似ているやろ？」と言った
ら，「たしかに，よく似ていますね」という話になってね。
このベルナーのところに，留学はしなかったけれども，教えを乞いに
行ったのがタガンツェフなんです。さらに，タガンツェフの先生である
スパソヴィッチ（Włodzimierz Spasowicz）がまたベルナーの研究，ヘー
ゲル学派の研究をよくやっていて，その講義を聞いたタガンツェフが，
ドイツに留学した際に「ベルナーのところにも行きたい」と言って教え
てもらった。なので，タガンツェフの体系はベルナーによく似ている。
ほぼコピーです。だから，「タガンツェフに帰れ」ということは「ベル
ナーに帰れ」ということなんです。
安達 なるほどね。
松宮 あとはね，これがスターリン大粛清まではいったん目立たなくな
る。なぜかというとロシア革命以降，しばらくは新派，社会学派が非常
に有力な時代なんですね，ソビエト刑法でね。だから構成要件などあま
り言わないわけですよ。なので，上田寬先生も「1920年代のロシア，ソ
ビエトでは構成要件論なんか，みんな関心を持っていなかったよ」と言
うんです。
安達 クルイレンコがそうですね。
松宮 そう，クルイレンコの各則のない刑法草案。だけど，「いや，ス
ターリン粛清の後に蘇った刑法体系はやはり要素の体系であり，ヘーゲ
ル学派の影響を強く受けていますよ」と言って，孫君には「そう書いて
いいんじゃない？」と言ったんです。つまり，「中国のみなさん方が
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『ソ連生まれの刑法学だ』と思っているものは，実は古いドイツの刑法
学だ」と考えてまず間違いなんじゃないかと。
それをね，ちょうどフライブルクにいる時にパヴリークにもしゃべっ
たの。そうしたらパヴリークがね，「あ，そういうことか！」と。実は
その半年前，2017年12月に，中国の学者とマックスプランク・インス
ティテュート（Max-Planck-Institut）・フライブルクで共同研究をやっ
た。中国は若い世代とベテラン世代が両方来て，ベテラン世代が「四要
件体系」で，若い世代が「三段階体系」だった。ドイツも何人か参加し
ていて，自分はそれにコメントをするという立場だった。そこで，若い
世代が要は「四要件体系」を批判するわけですよ。もう一つ言うと，こ
れに「法益論」も絡んでいて，「法益論」でいくか「社会侵害性論」で
いくかという議論もやった，と。ところがパヴリークは，ヤコブスと
いっしょで「社会侵害性論」なわけですね。それで，コメントする時に
若手を批判したんです。「犯罪の本質は社会侵害性で，それは社会に
よって変化していく」というコメントをどうもやったらしいんですが，
そうしたらなんと中国のベテランの先生から大変喜ばれた。喜ばれたん
だけど，なぜ喜ばれたかがわからない。
安達 若手はがっかりしたんじゃないですか？
松宮 若手はびっくりしたと思いますよ。三段階体系の本場ドイツに来
て，なぜ我々が批判されるんだと。パヴリーク自身は，中国の四要件体
系がもともとヘーゲル学派の体系に由来しているとは当時全く思ってい
なかったから，なぜかわからなかった。僕の話を聞いて「あ，そういう
ことね」と理解して，かつ彼は喜んだんです。つまり，「つまりソビエ
ト刑法も，中国刑法も，もとはドイツ刑法だった」と。
安達 (笑）

松宮 そこで，僕が留学に行く前，ベルリン・フンボルト大学のルイス・
グレコ（Luís Greco）が2018年⚓月に京都に来た時に，「ドイツに来るん
だったら，俺のゼミで報告してくれ」と言っていたので，彼のゼミでも
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「どうも，こういう話なんじゃないか」という話をしました。彼はね，
もともとブラジル人なのでということもありますが，「その論証はきっ
ちりやらないと」と。単なる外国法の情報だったらドイツ人は読まない
し，ドイツ法の問題としてやるなら，その間の論証がちょっと欠けてい
るんですよね。ロシア革命後のソビエトの中で「四要件体系」がどうい
うふうに繋がっていったのかというのがね。「そこはまた難しいね」と
言われたんですけれど。旧ソ連から来た――カザフスタンだったかな？
――留学生がいてね。刑法読書会の懇親会の時に僕は煽ったんですけれ
ど。「旧ソビエトの刑法の体系って，もともとはドイツみたいだから，
あっさり何でも三段階と言わずに，よく比較してみたほうがいいです
よ」とね。
そこで，いま僕が思っているのは――今さら「三段階体系」を捨てよ
うとは全然思っていないですけども，――ただ罪数論であったり，ある
いは正当防衛の途中から過剰防衛になるケースであったりという時に，
「特別構成要件では全部一個の行為なんだから」という理屈はやめた方
がいいと思いました。しかももっとすごいのは，その後ベーリンクを読
んで，これも論文にも引用しましたが17)，ベーリンク自身も一罪につい
て「一個の構成要件の中にある Akt――わざわざ Akt と書いてある
――のうち，違法性がなかったり責任がなかったりした部分は抜いてく
ださいね」と書いてるんです。「一個の罪の中では適法な行為や責任の
ない行為は省かれる。除いて考えなさい」と，わざわざ具体例を挙げて
ちゃんと書いてるんですよ。平成21年最高裁決定の調査官解説18)が，
「一個の構成要件該当行為なんだから全体が一罪になるのは体系上当然
だ」と書いてあるんですけれど，そうじゃないんです。やっぱりベーリ

17) ｢途中から過剰となった防衛行為と『罪を犯す意思』」立命館法学381=382号（2019年），
「構成要件と犯罪体系」立命館法学383号（2019年）。
18) 最決平成21・2・24刑集63巻⚒号⚑頁に関する松田俊哉「判解」『最高裁判所調査官解説
刑事篇〔平成21年度〕』（法曹会，2013年）。
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ンクも，もともとの刑罰効果発生要件としての「構成要件」というのは
ちゃんと頭の中に意識していて，そのうえで「一罪を決めるのはこれ
だ」というふうにたぶんわかっているから，わざわざそう書いて「特別
構成要件から段階を踏んでいくけれども，一個の罪は全部揃ったところ
ですよ」と言っているわけです。
安達 そうすると前半の傷害はもう抜けちゃっている？
松宮 そう，本来，抜けるはず。
安達 後半だけが残るという格好になりますよね。
松宮 そうそう。あ，これが「話が違う」の最後ですが，我々は「構成要
件該当性」「違法性」「責任」という段階的体系しか最初は知らなくて，
かつ「一個の行為，一罪を決めるのは構成要件だ」というのが通説だと
教えられて，だから「暴行としてずっと続いていたらこれが全体として
一個の構成要件で，そのうち途中から過剰になった場合は全体として過
剰防衛だよというのが本来の『構成要件論』だ」と，思い込んでしまっ
ているんですね。
安達 ああ。
松宮 それで初めてね，ヤコブス先生が「三段階体系とは，単に学生に刑
法を教授する教授法の問題だよ」と言ったことがわかった。「あ，そう
いうことね」と。だから心してかからなきゃいけない。だけど，これを
日本刑法学界全体に理解させるのは大変ですよ。
安達 ちょうど20年決定19)の時も議論がありましたよね。「防衛の意思」
が前半はあって後半はない。そうすると「構成要件」としては傷害致死
であって。そのあと，違法性のところで「防衛の意思の有無」で，前半
は防衛の意思があるけれど後半は防衛の意思がないから，後半の傷害だ
けが残って。それで，最終的に「罪名を決めるのはどうだ」ってなる
と，もう一回戻ってこないといけない。「体系を行ったり来たりするん

19) 最決平成20・6・25刑集62巻⚖号1859頁。
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じゃないか」みたいな議論があって，20年決定を理解する時に苦労した
な，という思い出があります。
松宮 うんうん。しかもね，あれはまだ「違法」「適法」ではなく，「防衛
の意思の有無」でみんな考えているでしょ。
安達 そうですね。
松宮 平成⚖年判決20)は端的に「違法」「適法」なんですよ。だから，全
体を統一的に理解しようと思ったら，やっぱり「一個の犯罪とは何であ
るか」という発想で見ないとだめですね。そういうことを考えさせてく
れる判例だと，今でも僕は思っていますけれども，せっかくそういう素
材があるんだから，やっぱりそれを基に「段階的体系は何のためにあっ
たわけ？」という議論をしたいですね。今，科研費の研究テーマ21)がそ
れですからね。「段階的体系」と「二元主義」，刑罰と刑罰以外の効果と
の関係，つまり「責任なき不法」というのが実体的に意味を持つか。持
つとしたら何なのか。パヴリークは「それは意味がない」と言っていま
すが……。だけど「保安処分」とかを考えると意味があるんですよ。だ
から僕は二つほど前の『犯罪と刑罰』には，「二元主義との関係がある
んじゃないか」とほのめかす簡単な論文22)を書いていますけれど，まだ
なかなか研究が進まなくてね。冠野つぐみさんの博論指導にかこつけて
やっています。

＜財産犯の捉え直し＞

安達 ここまで「刑罰論」「体系論」と進んできましたが，「刑法各論」の
分野では何かありますか？
松宮 ああ，「各論」ですか。いちばん気にしているのは「財産犯」です

20) 最判平成 6・12・6 刑集48巻⚘号509頁。
21) 基盤研究（C）「薬物事犯および財産犯における刑罰と処分および治療の兼ね合い」
（2021年度～2023年度）。
22) ｢リストの犯罪体系と『二元主義』」犯罪と刑罰30号（2021年）。
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ね。財産犯は，留学の時にメインのテーマとして持っていったことはな
いんですけれど，大学院時代にシュミットホイザー（Eberhard
Schmidhäuser）の『各論』の教科書を一度読もうという年があってね。
その時，いちばん印象に残ったのは，「財産犯」と言うけど，ドイツ刑
法では「所有権犯罪」と「財産犯罪」に分けている。しかし日本でそう
いう話を聞いたことがなかったら，「え，どういう意味？」とその時思
いました。Eigentum に対する犯罪と，Vermögen に対する犯罪ね。つ
まり，財物客体の場合は財物所有権が本来の保護法益で，詐欺罪とか恐
喝罪とかの場合には，それは財産全体に対する罪だと。背任もそうです
けれど。だから Vermögen なんだという発想でドイツはつくっている
と。
それで初めてよくわかったのは「⚒項強盗」。「⚒項強盗」ってヘンな
罪で，強盗罪における暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りるも
のでないといけない。でも反抗を抑圧されてしまったら，相手方は有効
な意思表示はできない。意思表示ができないということは，たとえば債
権譲渡なんて意思表示できない。しかし，財物でない財産上の利益につ
いて相手に処分行為をさせなきゃいけない。しかも判例は，債権者殺害
の最高裁判例23)以前は「処分行為必要説」ですからね。「反抗を抑圧し
て，どうやって処分行為をさせるんだ。不思議な規定だなぁ」と，ある
時思ってね。べつに債権者殺害を⚒項強殺にするのはいいけど，それは
決して，それまでの処分行為を必要とする⚒項強盗は間違っていたんだ
と言ったわけではないんですよね。だから「これ何なん？」と思って。
かつドイツは，「⚒項強盗」ではなくて「強盗的恐喝」――つまり恐喝
罪の加重類型としているでしょ，法定刑は強盗だけど。「なんで強盗的
恐喝なんだ」と思った時に，「あ，処分行為が必要だから恐喝なんだ」
とわかった。つまり，反抗を抑圧しうるに足りるけど抑圧してはいない

23) 最判昭和32・9・13刑集11巻⚙号2263頁。
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から，「処分行為」ができる。だから，僕の『刑法各論』の教科書には，
「⚒項強盗は，実は加重恐喝ですよ」と書いています。
安達 そうですね。
松宮 でしょ？ だから体系上は⚒項強盗は，本質は強盗罪ではなくて，
恐喝の加重類型として分類していて，そうすることで⚒項犯罪全体が
「財産に対する罪」に分類されます。
なおかつ「⚑項詐欺」「⚑項恐喝」はそれとは違うのか？ これを考
えるきっかけになったのは，最高裁平成16年の簡易支払督促事件決定24)

ですね。自分の共犯者を自分のおじさんに成りすまさせて，簡易裁判所
から支払い督促を受け取らせて……という事件ですけれども。あれに意
見書を書きましたけどね。話したことありますか？
安達 はい，伺ったことがあります。
松宮 あれ大変だったんですよ。だって佐伯仁志さんが「借用証書みたい
なものは，盗み取って破り捨てるという意図であったとしても，今まで
窃盗罪を認めているじゃないか。ということは，世の中には破棄するこ
とで経済的利益が得られるような財物もあるので，何も使わずに破棄す
るつもりだったとしても，不法領得の意思は認められるんだ」という論
文を書いていたから25)。
この簡易支払督促事件で，検察官はまさにこの論文を引用してきて第
一審に出して，第一審判決が「この支払督促はすぐに廃棄するつもり
だったけど，不法領得の意思はある」と言って，⚑項詐欺罪の成立を認
めたわけですよ。さらに，控訴審も認めちゃった。
弁護人の明石博隆先生が，たまたま知り合いだったんですが，「これ
はおかしい」と言って僕のところに相談にこられた。それで「確かにお
かしいですね」と言って，じゃあ，どういう作戦でいきましょうねと考

24) 最決平成16・11・30刑集58巻⚘号1005頁。
25) 佐伯仁志「窃盗罪をめぐる⚓つの問題――財物の占有，占有の相続，不法領得の意思」
研修645号（2002年）。
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えた時に，「借用証書窃盗まで否定すると判例変更をしないといけない。
それはなかなか難しいだろう」と。それよりも「借用証書窃盗とは違う
んだ」と言ったほうがいいとね。じゃあ，どこが違うかと考えた時に，
「彼らはいったいどういうふうにして利益を得たいと思っていたか」と
考えるわけですね。被告人らは何がほしいのかと言えば，結局のところ
おじさんの財産に強制執行する「債務名義」がほしいわけです。「債務
名義」を手に入れるには何が必要かというと，「⚒回の支払い督促の送
達，受領だけでなく，さらにそれに相手方が異議申し立てしないまま⚒
週間経つことによって仮執行宣言付きの裁判所の支払督促が『債務名
義』となる，という間接的な関係だ」ということを，民事訴訟法を読ん
でようやく理解してね。ということは，支払督促の書状が廃棄されてな
くなったから利益が得られるという関係ではないでしょう。さらにいろ
いろと必要な経過があるということで，あの時に使ったのは「処分行為
と利得の直接性がない」という理屈です。「仮に郵便配達人が支払督促
の書状を被告人の共犯者に渡しこれが廃棄されたとしても，そこから直
接に利得が生じるわけではない。したがって，これは詐欺罪の類型には
当てはまらないのであって，そのような直接性がないものを意図する場
合は不法領得どころか不法利得の意思もない」とそこまで書いたんです
よ。この意見書は，あとで立命館法学にも掲載しましたが26)。そこまで
書いて「借用証書とは違う」ということを意識させようとしたのに，最
高裁はあっさり詐欺罪を否定しました。「経済的に利用・処分する意図
はありませんからね」と，あっさり書いて終わっちゃった。ちょっと拍
子抜けしましたけど。こっちはさらに周到にやったんだけど。
でも，これ，形式上は財物詐欺なんですよね。客体は支払督促正本だ
から。だけど僕が使っている理屈は「利得の直接性」――処分行為と利
得の直接性なので，どちらかというと⚒項詐欺。でもこの理屈がそのま

26) ｢詐欺罪における不法領得の意思について」立命館法学292号（2004年）。
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ま使えると思ったのは，結局，⚑項詐欺に対して⚒項詐欺は補充関係
で，補充関係ということは，補充関係の側から⚑項を見れば特別関係な
わけですよ。だから，財物詐欺は利益詐欺の特別類型――言い換えれ
ば，財物詐欺には利益詐欺の要素が満たされていないといけない。とい
うことははっきり言えば，条文は「利益詐欺」だけでもいいんです。ド
イツ刑法がなぜ利益詐欺，利益恐喝しか定めていないのかというのも，
それで説明できる。つまり結局は，利益詐欺の要件を満たしていなきゃ
どっちも成立しない。それはなぜかというと，⚑項を否定されても⚒項
が認められる危険もあったから。つまりね，⚑項は不法領得の意思が必
要です。しかし，⚒項は財物じゃないでしょ。財物じゃないのに所有者
のように振る舞う意思なんかあるわけがないじゃないですか。しかも團
藤重光先生が「各論」の教科書で「使用窃盗は利益窃盗であり，なぜ窃
盗罪にならないかと言えば，利益窃盗の規定がないから」と書いてい
る。じゃあ，利益詐欺は？ あるわけですよ，246条⚒項ね。だから，
「使用窃盗は窃盗罪にならない。それと同じ理屈で詐欺罪にならないと
は言えない。⚒項詐欺で拾われたらどうするんだ」という問題意識も
あった。だから「この事案は⚒項でも拾えないよ」と言わないといけな
かった。なので，意見書では「領得目的だけじゃなくて，利得目的もな
いですよ」と書いています。それは直接性がないから。そこまで考えて
出した意見書なのになぁ～。
安達 なのに⚑項詐欺を否定して，それで終わり。
松宮 即，詐欺罪否定で，「何これ？」と思ったんだけど。でもその時か
ら，「⚑項は⚒項の特別類型」という意識を強く持つようになったので，
結局，⚒項犯罪のある詐欺とか恐喝，それから⚒項強盗もですが，これ
は「所有権ではなくて，財産に対する罪だ」という分類をやっぱりして
おかないといけないなと思ってね。もちろん「背任罪」もここに含まれ
ます。そこで，以降は「領得」と「利得」の違いというのを意識して財
産犯を見ていくということになりましたね。
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あとは「誤振込み」問題ね。今年も話題になっている事件があります
けれど。これも⚒回目の留学に行ってすぐに「ドイツに似たような判例
がないかな」と思ったら，前の年に出ていたんですね。「誤振込みの場
合は，銀行の誤記帳の場合も含めて，刑法上の財産犯は一切成立しませ
ん」という BGH の決定が出ていたので，「あら，出ているじゃないで
すか」ということで，全部訳して紹介27)しましたけど。

＜刑法の教科書＞

安達 あとは，先生のご研究をさらに学生や司法試験受験生に還元してい
くということで，教科書が重要な役割を果たしているかと思うのですけ
れど，その教科書の執筆に関してエピソードがあればお聞かせいただき
たいです。
松宮 率直に言えば，教科書を書いた年に何があったかというと，うちの
妻が妊娠したことです。『刑法総論講義案』（成文堂，1997年）はうちの
息子が生まれる前に出しています。「案」を取って『刑法総論講義』（成
文堂，1997年）としたのがうちの息子が生まれた年です。『総論』とうち
の息子の年齢がいっしょなのは，そういう理由です。当時はね，なるべ
くわかりやすい例を用いてわかりやすく書こうと思ったのですが。
だけど，今まで述べてきたようなこと，「話が違いますよ」というこ
とがたくさんあったでしょ？ とくに「行為概念」なんかそうですけど
ね。しかも，ヴェルツェルがそう考えたこと自体，僕はすごいなと思っ
ています。だから，「実は刑法って，ものすごく面白い理論を，ちゃん
と背景があってみんな理由を挙げて主張しているんですよ」ということ
は伝えたかったので，それを書こうとしていったらだんだん難しくなっ
ていったんですね。

27) ｢誤振込と財産犯の解釈および立法：ドイツおよびスイスの議論を素材にして」立命館
法学278号（2001年），「誤振込と財産犯：ドイツの判例を素材にして」渥美東洋ほか編
『刑事法学の現実と展開：齊藤誠二先生古稀記念』（2003年）。
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安達 前提知識がいりますからね。
松宮 そうそう，その前提も説明しているつもりなんですけれど。そこを
わかって読んでいただくと，体系矛盾が非常に少ない教科書だと思いま
す。「罪数論」もそうですし「間接正犯と共犯の錯誤」なんかもそうで
すけどね。だから，できたらねぇ，そういうところを理解してほしいん
だけど。そこがわかってしまうと，ものすごく答案が書きやすくなる
と，僕は思っています。
安達 先生の教科書で印象的なのは，「問題的思考」と「体系的・理論的
思考」を両輪かみ合わせて，両者をうまく接合させる，融合させる，そ
のあたりを工夫されているということでしょうか。
松宮 そうですね，だって学説の発展がそうでしょ。何か問題があったか
ら，みんなアイデアを出して，その中で「あ，うまく説明しているな」
というのが残っていくわけですよ。それがまたその次の時代には淘汰さ
れるけれど，なんでこんな議論が起こったのかというのは必ず理由があ
るから。できればその，どんな理由があってこんな議論，アイデアが生
まれたのか。そのアイデアの出し方に，もっと言えば次の時代の，新し
い理論を生み出すヒントもあるので，今できあがったものを覚えるとい
うことだけではなく，アイデアの出し方についても参考にしてほしい
なぁと思うことがありますね。
安達 わかりました。これは我々次の世代の課題でもあると思いますので
……。
松宮 次の世代，さらに次の世代もね。

＜考えさせる教育を＞

安達 心してかかりたいと思います。
あとは教育面，学内行政あたりのところなんですけれども，立命館大
学に移られてから，学生の様子であるとか，何かお感じになることがあ
りますか。変化，変遷等について。
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松宮 1990年代はね。最初は法職課程で，僕が最初の留学に行っている間
にエクステンションセンターができましたけれども。司法試験を意識し
だして，エクステンションにもかかわるようになって苦労したのは，受
験通説となっている教科書との闘いが続いたことです。当時は大谷實先
生，前田雅英先生の教科書との闘い。だって，理解できないことがたく
さん書いてるんだもの。「こっちのページとあっちのページで違うこと
が書いてあるよ」とかね。「教唆犯には故意がいる」と書いておきなが
ら，別のページには「なくていいんですよ」と書いてあるというよう
な。受験生が気づいたら混乱するだろうということを，ある意味先回り
して「そういう時のために，こう考えておいたら書けるよ」みたいな教
育をするんですが，先にそういった教科書類に接した学生は，わかんな
いわけですよ。特に刑法の講義は⚒回生から始まる。しかしエクステン
ションや予備校には⚑回生から行っている……といった場合には，最初
に見たものがお母さんだと思っている雛みたないもので，なかなかその
影響を脱することは難しいです。だから，予備校に先に影響を与えたい
とも思っていたんですけれどね。大谷，前田両先生の教科書，それから
「各論」で西田典之先生，今は『基本刑法Ⅰ・Ⅱ』（日本評論社）。学生さ
んが自分の頭で考えられたらいいんでしょうけれど，そんなの初心者に
は無理でね。やっぱり最初に見たものが大きいと思いますから，そこを
どうやって超えていくかっていうのが難しいですね。しかも，それを言
わないで教育することもできないから。要するにウソは教えられない。
本当は，ゼミとか少人数で論文や判例をじっくり検討して考えさせる
という教育を，もっとやりたいと思ってはいたんですけれども……。な
かなか学部のゼミも最後のほうは持てていないし。今いちばん楽しいの
は法科大学院の自主ゼミでやっている判例を読む会。なぜかと言うと，
かなり深読みをしているので。「ここ，判決はこう言っているけどね，
こういう事実や主張があったからだよ」とか言いながらね。あと「特修
刑法」も面白いですよ。学生に実際に答案を書かせて，それをプロジェ
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クターで投影しながら，どこに赤を入れたか説明していくというやり方
なんですけれども。実際，答案を書いてみると，教科書に矛盾したこと
が書いてあれば，それが答案に出ちゃうわけですよ。いちばん問題は，
前に僕がちょっと問題にしたけれども，「因果関係の錯誤で故意が阻却
される」と書いてしまった学生が，未遂も成立しなくなって困っちゃっ
たっていう。「阻却じゃないんだよ」と，「あれは『符合』って言うん
だ」ってね。そこで学生がハッと気づいてくれると面白いんですけれど
ね。あれだってそうですね。「窃盗罪で保護法益は占有だ」と書いてし
まうと，「遺失物横領で保護法益は所有権」ということは否定できない
ので，「両罪の保護法益が共通する……」という論証を書いているけれ
ど，「どこに共通しているの？」という疑問が生じることになる。
安達 それは「錯誤」のところで困りますよね。
松宮 そうそうそう。「だから困るでしょう，それ。論証を書けないで
しょう」「いえいえ，この予備校教材には『財物』で共通だと書いてい
ますけど……」と言われれば，「財物は法益じゃないでしょ，行為客体
でしょ」と指摘して考えさせる。
法科大学院の授業でもそれをぱ～っと見せてやったことがありますけ
れどね。「これ，客体だよね。行為客体。窃盗罪の保護法益じゃない
ね」。『基本刑法Ⅰ』で大塚裕史さんはね，「錯誤のときには占有と本権
が保護法益だ」と書いているんですよ。でも，『基本刑法Ⅱ』では「占
有」とだけ書いてある。別々に読むとわからないからコピーして一つに
並べてみんなに見せた。「あれっ」とみんな気がつくわけです。気がつ
いた後，どうするか。気がついて，ハッと思って，そういう目でクリ
ティカルに教科書を見てくれるか，ですよね。まあ，来年以降も特任で
教育は続けますから，なるべく「考えさせる教育」をしたいと思ってい
ます。
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＜学内行政と組合活動＞

安達 そろそろお時間が僅かになってまいりました。教授会の話は前に少
しありましたので，学内行政あるいは組合活動等についてお伺いできれ
ばと思います。
松宮 2016年⚓月に法務研究研究科長の任期が終わって，その後，全学役
職はやっていません。学部でも学生主事しかやっていないんですよ。調
査委員会の委員はもちろんやっていますけれど。そのあとは組合の執行
委員と書記長をやって，あの時は「大変な仕事を引き受けた！」と思っ
て，もう「どうしよう～」と思ったんですけれど，振り返ってみると学
内の仕事でいちばん面白かったのは組合の書記長です。
安達 組合の文書を見るとベースアップを勝ち取ったのはちょうどこの時
だといつも出てくる，先生が確か書記長をされていた時ですよね。
松宮 そうそう。1998年に最後の業務協議会で再回答を取って，その後ず
～っと再回答はなかったですからね。数年前に一回あったかな？
安達 ありましたけど，実質のベースアップはこれが最後だというふう
に，組合の文書を見るとこれが必ず出てくる……。
松宮 出てくるんですか？！ あらあらあら。
安達 出てきます。その時の書記長が松宮先生だったと，いつも思って見
ているんですけれども。
松宮 そうそう。当時は前期（春学期）のうちに春闘を全部終える。そん
なに長いことやるものではない。その代わりに短期決戦で再回答を勝ち
取って，それで⚑年間，理事会と教職員が結束して学内を動かしてい
く，大学改革をやっていく，あるいは学園創造をやっていく，そういう
方針だったから。当時の理事会もまあ，今よりずっと筋がよかったこと
もあって，「ともかく再回答を出さないことには，みんなこのままでは
済まないよ」という雰囲気をつくり，かつ「再回答を出せば，この後み
んな勢いに乗ってどんどん仕事をしていくよ」という雰囲気をどうつく
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るか，だったんですよね。そのために，業務協議会で直接理事会のメン
バーと論争する時でも，ともかく相手の論理矛盾を捉える。「前に言っ
たことと話が違うじゃないか」と言って握って離さない。かつ思い切り
動員をかけて，「みなさん，理事会の回答がおかしいぞ」「そうだ！！」
と，「このままでは済みませんよね」という雰囲気をつくる。あとは
「じゃ，いったん休憩しましょう」と，理事会から休憩動議が出ればし
めたもので，休憩したのに再回答なしだったら絶対収まらないから。そ
ういう作戦でしたね。ただしあの時，ベアはとるが一時金，ボーナス自
体のアップは要求に入れない。それは一つには，すでにバブル崩壊の時
代だったので，「これ以上ボーナスを出すのは社会的に理解されない」
と。当時すでに6.1ヵ月でしたかね？ 今は⚑ヵ月カットされています
けれども……，6.1をすでに勝ち取っているわけすよ。これにプラス10
万円ね。ところが，ある学部の執行委員の先生が「ベアとボーナスのプ
ラスを要求しましょう」と言われた。「いやあ，ベアをしたら自動的に
一時金も増えるけどなぁ」と思いながら，それで「いや，この情勢で
ボーナスも，というのは無理でしょう」と言って，執行委員会で激論し
ました。
それで，一時金増額要求は蹴っ飛ばして，こちらの要求書を作り，

「ベアが足りない，回答不足だ！」と言って，何とか「再回答を」とい
う雰囲気をつくった。再回答の休憩の間に，総長，理事長と，こちらの
委員長，書記長クラスとで別途，事務折衝するんですけれどね。それで
再回答を取った。ただし，悔しいのはね。同志社がさらに春闘をやって
いて，なんと⚒回目の再回答を勝ち取って，ウチの上をいった。それま
ではウチのほうが上だったのに……。「え？ 何をするねん同志社理事
会」と思って。
安達 すごいですね。
松宮 そうです。びっくりですよ。今年はウチのほうがベアで上回ったと
思っていたら，ね。まあそれもまた，楽しい思い出ですけれどね。
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後日，一時金問題は例の一時金カット訴訟で，この年の業務協議会で
のやりとりが争点になっちゃって，証人尋問されることになりましたけ
ど。
安達 あ～，ちょうどその時期ですよねぇ。
松宮 それもついでに言ってしまうと，教育機関と民間企業の一時金とは
発想が違う。企業の一時金は，普通，その期のその業績に応じて責任者
がその時に決めるものです。それと同じ発想で，「だから一時金カット
も，その時その時に理事長が決めるものだ」と理事会は言う。
安達 あ～，そうですか。
松宮 だから僕はね，全く逆で，大学は，授業料収入でやっているんだか
ら，そういう感覚ではない。6.1ヵ月プラス10万円でず～っときて，こ
れは慣習法みたいになっている。それについて我々も「これを変えろ」
という要求はしていない。だから，一時金については議論しなかったん
です，と。内心は，あの時一時金増額を要求しておかなくてよかったと
思って……（笑）。
安達 ほんと，そうですね。
松宮 もしもあの時要求していたら，ここでぐらついていたかもしれない
んですけれどね。そういうことで，一審は原告に有利な判決が出て，そ
の後和解になりましたけれど。
安達 研究科長をされていた頃のことは何かありますか？
松宮 研究科長をしていたときは，いちばん苦しかったですね。だってそ
の前，市川正人先生の研究科長時代はVS同志社で勝っていたわけです
よ。⚑回目は負けたけどそのあと勝っていたのに，僕の代になってから
なぜか負け続ける。合格者数であと⚑人足りないとかね。短答合格者数
で圧勝したのに，最終合格者数でなぜか逆転されたとかね。なかなかう
まくいかなくてね。勝てたのは⚖年の任期のうち⚑回だけですよ。しか
も，入学者がどんどん減っていく時代でね。それに併せて，文部科学省
が補助金を出すために定員充足率を非常に重視した時期で，入学定員を
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減らさないといけないわけですよ。定員減らして，その定員を何％充足
できるか見ながらさらに定員を減らしていくので，教員の定数も減らさ
ないといけない。それが今に尾を引いちゃっていますけれども。ともか
くね，とってもやりにくい時代。だから⚖年やりましたけど，残念なが
らあんまりうまくいったという感じはしていないですね。
ただ，もう一つだけ言っておくと，そういう中でも教員人事は着実に
やったので，法科大学院でいうと，とくに当時弱点だった民事訴訟法，
それから民法もそれなりに補充しましたし，ある程度，民事系の人事は
うまくいったのではないかと思っています。

＜刑法は面白い＞

安達 最後に今後のことについて。先生の研究のご関心について，すでに
いくつかお話しいただいていると思いますけれども，どういう方向に向
かわれるのかということと，今後，研究あるいは教育に期待されることと
いうことで，後進への叱咤激励も含めてお話しいただければと思います。
松宮 当面メインの研究テーマは，さっき「二元主義」の話をしましたけ
れど，もっと言うと「刑法は，刑罰のための法だったよね」という話で
すね。そうなると，ドイツの「二元主義」，あるいは「損害回復
（Täter-Opfer-Ausgleich）を入れて⚓つだ」という説もありますけれど，
「刑罰以外の法効果も含んだ法が刑法なのか？」ということを少し詰め
たい。これは理論的な問題ですが，ただ実践的な問題もあって，もとも
と刑罰の持っている機能は犯罪予防，行動統制ではないだろうと思って
いるので，そういうことになると，「犯罪という社会問題をどう解決す
るのがいいか」という別途トータルな視点が必要となる。それは「保安
処分」だけではないですね。処分ではなくて，そういう強制力を伴わな
い――まあこれは，龍谷大学の影響を受けていますが――ダルクとか
ね，アディクションにどうアプローチするかとかね。その背後にある個
人の問題をどう解決するかとか，そういうことも頭に入れながら刑法に
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関連する法制度も見ていかないといけない。そういうところを考える仕
事を，もうしばらくは続けたい。
あと，いま本を作っている「再審問題｣28)は，何に関心があるかとい
うと，実体法をやっている人間にとっては事実認定がグラついていては
話にならない。だから，誤判はやめてくれと思っているわけですが，し
かしどうしても誤判は起きる。そういうときに誤判を防止すると同時
に，誤判の被害者を速やかに救済する。そういう制度をきちんと確立し
なければいけないのに，今の最高裁はひどいですよ，ほんとに。やっぱ
り先ほどの「話が違う」じゃないけど，「再審制度」というものに対す
る根本的な誤解みたいなものが，まだ残っているのではないか。これは
理論面でもっと詰めていく必要があるだろうと思っています。
それで，今後の刑事法研究に期待することですが，まずは研究者をた
くさんつくらないと。本学もそうですが，「面白い！」と思って研究の
道に進もうという人を拾いあげてこないといけないですね。そのために
も大事なのは「学部」だと思います。学部で「刑法の勉強が面白いね」
という学生をたくさんつくることだと思いますね。法科大学院に来てし
まったら，あとは司法試験を受けて実務に行ってしまう方がほとんどな
ので，なかなか法科大学院から研究者というのは難しい。なので，期待
するのは学部で，「刑法は面白いよ」と，どれだけ印象づけるか。それ
を期待しています。
安達 長い時間，お話を伺いありがとうございました。まだお聴きしたい
ことがあると思いますが，このあたりで。
松宮 お疲れさまでした。
安達・嘉門 ありがとうございました。

（このインタビューは，2022年⚙月23日に行われました)

28) 『刑事再審制度の意味とその改革』〔立命館大学法学叢書第24号〕（成文堂，2022年）。
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